
 

 

 

 

 



  



はじめに 

 

本市では、「草加市すこやかプラン 21 」（健康増進計画、平成 16 年（2004 年）３月策定）を平成

27 年（2015 年）に改定し、「そうか みんなで 健康づくり計画」（第２次健康増進計画・食育推進

計画）として、市民一人ひとりが自らの健康について考え、より良い生活習慣を身に付け、豊かで活力

に満ちた生活を送れるまちを目指し、様々な取組を行ってきました。 

 その後、令和２年（2020 年）の改定では、新たに自殺対策計画としての位置付けも加え、「そうか 

みんなで 健康づくり計画（第２次）」（第３次健康増進計画・自殺対策計画・第２次食育推進計画）と

して取りまとめました。 

 今回新たに改定した本計画（第３次計画）では、令和 5 年（2023 年）5 月に策定された国の「健康

日本 21 （第三次）」の基本的な理念に基づくとともに、令和 6 年（2024 年）3 月に策定された埼玉

県の「埼玉県地域保健医療計画（第８次）」との整合を図りながら、第２次計画を基礎としてさらなる

「健康寿命の延伸、健康格差の縮小」を目指し、各個人のライフコースアプローチを意識した健康づく

りに取り組むこととしています。 

 

 今や「人生 100 年時代」を迎え、あらゆる世代に合った健康的な暮らしを継続的に支えていくこと

は、行政にとって非常に大きな使命です。そして、それは地域社会の発展に寄与していただける方々が

増えることを意味し、草加市にとってこの大きな財産を末永く守り続け、持続させるためには、健康維

持・増進に向けた取組を積極的に進めることが必要です。 

 このような状況を踏まえ、市民の皆様が病気を予防し、元気に長生きできる期間「健康寿命」を延ば

して、より豊かな人生を送ることができるまちづくりを、様々な特性を踏まえながら全世代で推進して

いくことが大変重要であると考えています。 

 その健康寿命の延伸に大きな影響を与えるものが生活習慣です。健康的な生活を維持・向上させるた

めの要素として、適度な運動習慣等の「身体活動」に加え、十分な「休養」及び精神面での「こころ」

の健康が必要です。さらに生活習慣の改善に密接に関わる適切な「栄養・食生活」とその基盤となる「歯

と口腔」の健康への取組が欠かせません。これらの要素を踏まえて、子育て・働き盛りの若い世代をは

じめ、健康にあまり関心がない層などにも正しい生活習慣を身に付けていただくとともに、すべての世

代に対し「健康管理」への意識を高めていただけるよう、様々な取組を実施していきます。 

 

 結びに、「そうか みんなで 健康づくり計画（第３次）」の策定にご尽力をいただいた草加市健康づ

くり審議会委員の皆様、市民健康意識調査にご協力をいただいた市民の皆様をはじめとする、すべての

関係者の皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

 令和７年（202 5 年）３月 

 

草加市長 山川 百合子   

 



 

 

目次 

 

第Ⅰ章 計画策定にあたって ........................................................................................................................................................... 1  

１ 計画策定の背景・趣旨・目的 ............................................................................................................................................ 3  

２ 計画の位置付け .......................................................................................................................................................................... 4  

３ 計画の期間 ................................................................................................................................................................................... 5  

４ 計画の策定体制とプロセス ................................................................................................................................................. 6  

第Ⅱ章 草加市の現状と第２次計画の振り返り .................................................................................................................... 7  

１ 人口 .................................................................................................................................................................................................. 9  

２ 出生と死亡の状況 ................................................................................................................................................................. 12  

３ 平均寿命と健康寿命 ............................................................................................................................................................ 16  

４ 国民健康保険の状況 ............................................................................................................................................................ 18  

５ 主要な健康診査・検診の状況 ........................................................................................................................................ 18  

６ 要支援・要介護認定者数 .................................................................................................................................................. 20  

７ 第２次計画の評価と課題 .................................................................................................................................................. 21  

第Ⅲ章 計画の基本的な考え方 .................................................................................................................................................. 25  

１ 健康づくりの考え方 ............................................................................................................................................................ 27  

２ 基本理念 .................................................................................................................................................................................... 27  

３ 基本目標と基本方針 ............................................................................................................................................................ 27  

４ 領域とライフコ―ス ............................................................................................................................................................ 28  

５ 領域（目標）別指標一覧 .................................................................................................................................................. 30  

第Ⅳ章 領域別の課題と取組 ....................................................................................................................................................... 33  

身体活動領域 ......................................................................................................................................................................................... 35  

１ 現状と課題 ............................................................................................................................................................................... 35  

２ 目標数値と今後の取組 ....................................................................................................................................................... 38  

休養・こころ領域 －自殺対策計画－ .................................................................................................................................... 43  

１ 自殺対策計画策定の趣旨 .................................................................................................................................................. 43  

２ 現状と課題 ............................................................................................................................................................................... 44  

３ 目標数値と今後の取組 ....................................................................................................................................................... 51  

栄養・食生活領域 －食育推進計画－ .................................................................................................................................... 55  

１ 食育推進計画策定の趣旨 .................................................................................................................................................. 55  

２ 現状と課題 ............................................................................................................................................................................... 55  

３ 目標数値と今後の取組 ....................................................................................................................................................... 65  

歯と口腔領域 ......................................................................................................................................................................................... 71  

１ 歯と口の健康について ....................................................................................................................................................... 71  

２ 現状と課題 ............................................................................................................................................................................... 71  

３ 目標数値と今後の取組 ....................................................................................................................................................... 77  



 

 

健康管理領域 ......................................................................................................................................................................................... 81  

１ 現状と課題 ............................................................................................................................................................................... 81  

２ 目標数値と今後の取組 ....................................................................................................................................................... 91  

第Ⅴ章 計画の推進........................................................................................................................................................................... 97  

１ 計画推進の体制 ...................................................................................................................................................................... 99  

２ 計画の進捗管理 ...................................................................................................................................................................... 99  

資料 .......................................................................................................................................................................................................... 101  

１ 草加市健康づくり審議会条例 ..................................................................................................................................... 103  

２ 草加市健康づくり審議会 委員名簿 ....................................................................................................................... 104  

３ 草加市健康づくり庁内検討委員会設置要綱 ........................................................................................................ 105  

４ 草加市スポーツ・健康づくり都市宣言 .................................................................................................................. 107  

５ 草加市歯科口腔保健の推進に関する条例 ............................................................................................................. 107  

６ 計画策定までの過程 ......................................................................................................................................................... 109  

７ 草加市市民健康意識調査（令和５年度実施） ................................................................................................... 110  

８ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：エスディージーズ） ................................................................................ 117  

 

 

  



 

 

 

  空白ページ 

 

 

 



 

p. 1  
 

第Ⅰ

章 

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ章 計画策定にあたって 

 

 

 

 

 

 



 

p. 2  
 

 

 



 

p. 3  
 

第Ⅰ

章 

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て 

 

１  

日本の平均寿命は、生活環境の向上や医学の進歩により高い水準を保っており、世界有数の長寿国と

なっています。 

その一方で、近年は、食事や生活習慣の変化等により、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活

習慣病や、高齢化による認知機能や身体機能の低下から起こる要介護者の増加、経済問題や人間関係を

含めた深刻なストレス等から引き起こされるこころの問題等、健康課題が多様化しています。 

さらに、令和 2 年（2020 年）に国内で発生した新型コロナウイルス感染症は、その感染予防対策の

ために外出自粛等、個人のみならず地域社会まで厳しく日常生活の行動制限を余儀なくさせる状況を長

くもたらしました。行動制限は人との関わりや社会構造を変化させることとなり、心身の健康にも大き

な影響を及ぼしています。 

一方で、国においては、生活習慣病等の一次予防に着眼した「健康日本 21 」（平成 1 2 年度（200 0

年度）～平成 24 年度（2012 年度））の基本的な方向を継承しつつ、「健康寿命の延伸と健康格差の縮

小」、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」等、新たな課題への対応が盛り込まれた「健康日本

21 （第二次）」（平成 25 年度（2013 年度）～令和 5 年度（2023 年度））が策定されました。第二

次を受けて策定された「健康日本 21 （第三次）」（令和 6 年度（2024 年度）～令和 17 年度（2035

年度））では、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」、「個人の行動と健康状態の改善」、「社会環境の質の

向上」、「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」がその基本的な方向として示されました。そ

の中で女性の健康、ＩＣＴ（情報通信技術）の利活用の具体化、アクションプラン（行動計画）の提示

等の新たな視点を取り入れています。 

埼玉県においては、国と方向性を同じくした「埼玉県地域保健医療計画（第8 次）」（令和 6 年度（2024

年度）～令和 11 年度（2029 年度））を、埼玉県健康長寿計画・埼玉県食育推進計画・埼玉県歯科口

腔保健推進計画・埼玉県がん対策推進計画・埼玉県自殺対策計画等を包含するものとして策定しました。 

本市においても、令和２年度（2020 年度）に「そうか みんなで 健康づくり計画（第２次）」（第

３次草加市健康増進計画・草加市自殺対策計画・第２次草加市食育推進計画）を取りまとめ、市民一人

ひとりが自らの健康について考え、より良い生活習慣を身に付け、豊かで活力に満ちた生活を送れるま

ちを目指して、様々な取組を行ってきました。この計画では、市民が心身ともに健康的な日常生活を送

るために自ら健康増進を図ることができるよう、４つの領域別に目標と取組を整理し、総合的に健康づ

くりに関する施策を推進してきたところです。 

このたび、「そうか みんなで 健康づくり計画（第２次）」が令和 7 年（2025 年）３月をもって計

画期間が終了することから、地域の実情や市民ニーズ等を踏まえ、新たな取組に向けた評価、見直しを

行い、令和 7 年度（2025 年度）から令和 11 年度（2029 年度）までの 5 年間を計画期間とした「そ

うか みんなで 健康づくり計画（第３次）」を策定しました。本計画では、市民が生涯にわたり健康で

こころ豊かに暮らせるよう「身体活動」・「休養・こころ（第２次草加市自殺対策計画）」・「栄養・食生活

（第 3 次草加市食育推進計画）」・「健康管理」の各領域に、健康で質の高い生活を営む基盤となる「歯

と口腔」の領域を新たに加えた 5 つの領域として、第４次草加市健康増進計画と一体的に市民の健康づ

くりに向けて本市における各施策を推進します。 
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また本市は、平成 27 年（2015 年）の国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」持続可能

でより良い社会を目指す国際目標である「ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals ：持続可能な

開発目標）」において、令和６年（2024 年）５月 23 日に「ＳＤＧｓ未来都市」として国から選定を

受けました。「誰一人取り残さない」という考え方は、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組

み、地域全体で支えることを目指している本市の健康づくりと合致することから、本計画では目標 3「あ

らゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」を中心に、その理念を意識しな

がら、健康づくりに向けた取組を推進していきます。 

 

２ 計画の位置付け 

 本計画は、健康増進法第８条第２項の規定に基づく市町村健康増進計画、食育基本法第 18 条第１項

の規定に基づく市町村食育推進計画、自殺対策基本法第 13 条第２項の規定に基づく市町村自殺対策計

画として位置付けられる計画です。 

 本計画については、国、埼玉県、本市の関連計画等との整合を図り、「草加市スポーツ・健康づくり都

市宣言」を具体化させるものとしても位置付けます。 
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３ 計画の期間  

 令和７年度（202 5 年度）から令和 11 年度（202 9 年度）までの５年間とします。ただし、社会情

勢の大きな変化や関連計画等と整合を図る必要がある場合は、見直しを行うものとします。 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

令和９年度 

(2027 年度) 

令和 10 年度 

(2028 年度) 

令和 11 年度 

(2029 年度) 

        

 

 各計画の期間 

  

第２次計画期間 

第３次（本計画）期間 
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４ 計画の策定体制とプロセス 

 計画の策定にあたっては、健康づくりに関わる関係機関や団体等と連携を図りながら、市役所内部に

おいても横断的かつ効果的に取り組むことで、市民の主体的な健康づくりの取組、地域での健康づくり

の取組等を総合的に支援する体制を整備しました。 

 

［1］草加市健康づくり審議会 

 本計画の策定や進行管理を行うにあたり、学識経験等がある知識経験者、医療関係団体の代表者、

保健所等の関係行政機関の職員、公募による市民委員等で構成する草加市健康づくり審議会に諮りま

した。 

  

［2］草加市市民健康意識調査 

 本計画の策定に先立ち、市民の日常生活の習慣、運動、睡眠やこころ、食生活、歯に関すること等、

市民の健康についての状況や課題を把握して基礎資料とすることを目的として、令和５年（2023 年）

９月から 10 月にかけて、無作為抽出によるアンケートを実施しました。 

 

 ※参考：前回配布数（平成 30 年（2018 年）実施） 

  Ａ 700 人、Ｂ 1,370 人、Ｃ 2,000 人、他（高校生票）1,100 人 計 5,170 人 

 

［3］パブリックコメント 

 市民の皆様の様々な視点からのご意見を広く伺い、より良い計画とするため、本計画の素案を市役

所本庁舎やサービスセンター等の窓口で閲覧に供するとともにホームページに掲載して、令和 7 年

（202 5 年）1 月 6 日から 2 月 4 日までパブリックコメントを実施しました。 

 寄せられた意見は、計画策定の参考にさせていただきました。 
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１ 人口 

［1］人口の推移と人口構造 

 本市の人口は、微増ながら増加傾向にあります。平成 12 年（2000 年）に 22 6,576 人であった

総人口は、令和 6 年（20 24 年）４月には 251, 521 人と、25 万人を超えています。 

 一方、年齢３区分別の割合を見ると、平成 12 年（2000 年）では年少人口が 14.5 ％、老年人口

が 10. 3％と年少人口の方が多かったものの、平成 1 8 年（200 6 年）に逆転し、令和 6 年（20 24

年）では年少人口が 10.9 ％、老年人口が 24.5 ％と、老年人口が年少人口の約 2.2 倍となっており、

少子高齢化が顕著に進んでいる状況です。  

 
資料：4 月 1 日時点の総人口（平成 22 年以前）・住民基本台帳人口（平成 27 年以降） 
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 今後の市の人口推計については、総人口は令和 12 年（2030 年）前後をピークとして減少に転じ

る見込みです。人口構成は、65 歳以上の老年人口数が増加するとともに構成比もさらに高まります。

一方で 14 歳までの年少人口数は減少傾向が続くとともに構成比も低下して、さらに少子高齢化が顕

著に進む予測となっています。 

 
  資料：4 月 1 日時点の総人口（平成 22 年以前）・住民基本台帳人口（平成 27 年以降）、草加市将来人口推計   

 

 
   資料：4 月 1 日時点の総人口（平成 22 年以前）・住民基本台帳人口（平成 27 年以降）、草加市将来人口推計 
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［2］世帯数の推移 

 本市の世帯数は、人口の増加とともに増えています。世帯の種類別の構成比を見ると、令和 2 年

（2020 年）では、核家族世帯が全体で 56.1 ％ですが減少傾向となっており、核家族世帯のうち「夫

婦と子ども世帯」は 28.0 ％、「夫婦のみの世帯」は 18. ８％、「ひとり親と子ども世帯」は 9.3 ％とな

っています。一方で「非親族及び単独世帯」は増加傾向となっており、39.2 ％と約 4 割にまで達して

いて、特に単独の世帯数は平成 12 年（2000 年）からの 20 年間で約 1.8 倍になっています。世帯

種類の構造変化が進んでいる状況にあります。 

 

人口と世帯数の推移 

  
平成 12 年 

(2000 年) 

平成 17 年 

(2005 年) 

平成 22 年 

(2010 年) 

平成 27 年 

(2015 年) 

令和 2 年 

(2020 年) 

令和 6 年 

(2024 年) 

人口（人） 226,576  237,236  242,611  245,481  249,952  251,521  

世帯数（戸） 86,404  92,382  102,349  105,737  111,692  125,652  

 資料：4 月 1 日時点の総人口（平成 22 年以前）、住民基本台帳人口（平成 27 年以降）、 

                                     草加市統計書（10 月１日時点の世帯数、総数には家族類型「不詳」を含む） 

  

 

  
資料：草加市統計書（10 月１日時点の世帯数、家族類型「不詳」を除く） 
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２ 出生と死亡の状況 

［1］出生 

 ①出生数と出生率 

 本市の出生数は、減少傾向が続いており、令和 4 年（20 22 年）では 1,405 人となっています。 

 人口千人当たりの出生率も減少傾向が続くとともに、国や埼玉県を下回っており、令和4 年（20 22

年）では、5.6 となっています。 

                                         資料：埼玉県保健統計年報 

 

                                                                     資料：埼玉県保健統計年報 
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 ②合計特殊出生率 

 本市の合計特殊出生率（一人の女性が一生に産む子どもの平均数）においても、減少傾向が続いて

おり、国・埼玉県と比べても低く、令和４年（2022 年）では 1.02 となっています。 

 
                                  資料：埼玉県保健統計年報 

 

［２］死亡 

 ①死亡数と死亡率 

 本市の死亡数は、増加傾向となっており、平成 29 年（2017 年）に２千人を超え、令和４年（20 22

年）は 2,500 人となっています。 

 また、人口千人当たりの死亡率は、国や埼玉県と比べて低くなっているものの、こちらも増加傾向

となっています。 

                                      資料：埼玉県保健統計年報 
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                                                                                 資料：埼玉県保健統計年報 

 

 ②主な死因別の死亡割合 

 死因別の死亡割合は、「悪性新生物（がん・肉腫）」が最も多く、約 3 割となっています。次いで

「心疾患（高血圧症を除く）」、「老衰」、「脳血管疾患」、「肺炎」の順に多くなっています。 

 死因別の死亡割合推移では、「悪性新生物」・「心疾患」・「肺炎」は減少傾向にあり、「脳血管疾患」・

「自殺」は多少の増減がありつつも横ばい、「老衰」に増加傾向が見られます。 

 
                      資料：令和 4 年度（2022 年度）埼玉県保健統計年報 
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                                                                                  資料：埼玉県保健統計年報 

 

 ③年齢別（ライフステージ別）死因順位 

 人の生涯における各段階（ライフステージ）別の死因順位は、「自殺」が青年期と壮年期で第 1 位

となり、少年期では第 3 位ですが、その割合は第１位の死因とほぼ同率の 28.6 ％となっています。 

 中年期以降においては、「悪性新生物（がん・肉腫）」が第 1 位、「心疾患」が第 2 位となり、この

2 つで中年期では 48.9 ％、高齢期では 4 2 .6％と死因の半数近くを占めています。 

                                   資料：人口動態統計（厚生労働省） 
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 ④死因別標準化死亡比（※ＳＭＲ：Standardized Mortality Ratio ） 

 本市の死因別標準化死亡比（SMR）を見ると、悪性新生物が 107. 3、自殺が 10 7 .5、不慮の事故

が 109.2 と基準集団である埼玉県の 100 よりも上回っています。それ以外は埼玉県よりも下回っ

ており、心疾患が 8 2 .2、脳血管疾患が 94.5 、肺炎が 94.9 となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
                                資料：埼玉県の健康指標総合ソフト 
 

 

 

 

３ 平均寿命と健康寿命 

 平均寿命とは「0 歳における平均余命」のことで、健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限さ

れることなく生活できる期間」のことをいいます。市民一人ひとりが健やかで心豊かに生活できる状況

を継続するために、社会保障制度を持続可能なものとし、平均寿命の伸びを上回る健康寿命の延伸、即

ち、健康寿命と平均寿命との差を縮小することが重要です。 

 

［1］平均寿命 

 埼玉県の令和 4 年（202 2 年）の平均寿命は、男性 81. 6 年、女性 87. 5 年であり、経年の推移を

みると、順調に伸びています。 

 それに対して本市の平均寿命は、男性 81.3 年、女性 87.3 年となっており、男性において、この

数年横ばい傾向となっているものの概ね埼玉県と同じ傾向で推移しています。 

※標準化死亡比（ＳＭＲ：Standardized Mortality Ratio ） 

 ある集団の死亡率を、年齢構成比の異なる集団と比較するために用いられる指標です。 

 上図は埼玉県の死亡率を基準（100 ）として草加市の死亡率を表したもので、100 以上の場合は 

 埼玉県よりも死亡率が高く、10 ０以下の場合は埼玉県よりも死亡率が低いと判断されます。 
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                                    資料：埼玉県の健康指標総合ソフト 

 

［2］健康寿命 

 埼玉県では「健康寿命」を、生活の質を考慮し、「あと何年、自立して健康に生きられるか」を示し

た期間として、具体的には 65 歳に達した人が「要介護 2（食事や排せつ等の日常生活において手助

けが必要な状態）」以上になるまでの平均的な年数として独自に算出しており、本市においても埼玉県

と同じ方法で市民の健康寿命を計算しています。 

 埼玉県の令和 4 年（2022 年）の健康寿命は、男性 18.12 年、女性 21.03 年であり、健康寿命も

経年の推移をみると、順調に伸びています。埼玉県の健康寿命は、男女とも緩やかな上昇傾向が続き、

この 10 年間では、男性は 1.28 年、女性は 1.27 年延びています。 

 これに対し、令和 4 年（2022 年）における本市の健康寿命は、男性 17.83 年、女性 20.77 年で

あり、県内（市町村数 6 3）においては 52 位となっていますが、この 10 年間では、男性は 1.09 年、

女性は 1.03 年延びています。本市においても健康寿命は、男女ともに緩やかな上昇傾向が続いてい

ます。 

 

  
                              資料：埼玉県の健康指標総合ソフト 
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４ 国民健康保険の状況 

 本市の国民健康保険における 1 か月相当分の一人当たりの医療費は、年々増加している傾向です。国

や埼玉県と比べると低いものの、令和 4 年（2022 年）には 25,160 円となっています。 

 一人ひとりの「健康づくり」は、「医療費の抑制」に密接に関連しており、医療費の抑制は国民健康保

険制度の安定的な運営と持続可能な社会保障制度の実現に資するという側面からも重要な取組です。 

                                資料：国保データベース（ＫＤＢ）システム 

 

５  

［1］特定健康診査（特定健診）受診率 

 特定健診は、生活習慣病のシグナルとなるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を早期に

発見して生活習慣病の予防をするために、リスクが高まる 40 ～74 歳までの方を対象に、加入する健

康保険において受診できる健康診査です。本市の国民健康保険加入者の 40 ～74 歳を対象とした受診

率は令和 2 年度に埼玉県の平均値を上回り、令和 4 年度（2022 年度）は 42.5 ％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      資料：特定健診・特定保健指導保険者別実施状況（法定報告） ※対象者：市町村国民健康保険加入者 
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［2］がん検診受診率 

 がん検診の受診率は、胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がんともに概ね同程度の割合とな

っています。男性、女性別においても受診率はほぼ同程度の割合となっていますが、いずれの受診率

も 20 ％に達していません。 

                            資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

［3］歯科健診受診率 

 過去 1 年間に歯科健診を受けた人の割合は、令和 5 年度（2023 年度）は全体で 46.2 ％とわずか

ですが増加傾向となっています。年代別では 20 歳代、40 歳代と 50 歳代において全体平均より受

診率が低くなっています。 

                                   資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査ほか  
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６ 要支援・要介護認定者数 

 本市の要支援・要介護認定者数は年々増加しており、平成 30 年度（2018 年度）の 9,163 人は、

令和 2 年度（2020 年度）に 1 万人を超えて 10,19 9 人となりました。その後も増加傾向が続いてお

り、令和５年度（2023 年度）は 11,304 人と 5 年前と比べて約 2,000 人増えています。 

 介護予防は、高年者等が要介護状態等になることの予防、または要介護状態等の改善、若しくは悪化

の防止を目的としており、高年者自身がいきいきと自立した生活を送ることや、介護保険制度の安定的

な運営にもつながることから、重点的に取組を続けていく必要があります。 

 生活機能の低下した高年者に対しては、単に運動機能や栄養状態といった身体機能の改善だけを目指

すものではなく、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素

にバランスよく働きかけ、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、一人ひとりの生きがい

や自己実現のための取組を支援して、生活の質の向上を目指すことが重要です。 

                                                                             資料：市介護保険事業状況報告 
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７ 第２次計画の評価と課題 

  ṕ Ễ Ṗ  

     
 ӽ  

ᶨ  άάϧ ֵ ʾ  ʝ ὲῴḚ  

͖ʿ  4 0 1 1 2 

͗ʿᵠ ἱΰ 2 1 0 0 1 

͘ʿ ἱΰ 4 1 1 0 2 

͙ʿӂᴟἱΰ 8 0 3 3 2 

 

 

 ・最重要の指標である「健康寿命」、その他に、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に直結する「食品ロ

スの削減への取組」、こころの健康に関わる「自殺予防週間等の認知」等が目標値に達しています。 

 ・こころ領域の指標では、「生きがいを感じている人」、「睡眠時間が十分に取れていない人」、「自殺死

亡率」、「相談ができる人」が目標値に達していません。一人ひとりがこころの健康に対する意識を高

めるだけでなく、個人で抱え込まないよう家族や友人、職場等の周囲や地域全体で支えあう取組を

さらに推進する必要があります。 

 ・栄養・食生活領域の指標では、「一日の野菜摂取量」、「朝食の欠食者」、「一週間の共食回数（朝夕食）」

が目標値に達していません。栄養バランスに配慮した食生活や１日の生活リズムの安定により、正

しい生活習慣の確立につながる取組をさらに推進する必要があります。 

 ・健康管理領域の指標では、目標到達度にばらつきがあり、取組を継続することで、生活習慣病の予

防に向けた普段の生活改善による更なる向上を推進する必要があります。 

 主な取組指標の実績 

  

 

 

 

 

 
           資料：埼玉県の健康指標総合ソフト    資料：令和 5 年度市民健康意識調査 

    資料：令和 5 年度市民健康意識調査    資料：令和 5 年度市民健康意識調査    資料：令和 5 年度市民健康意識調査 

̞ᶆ◙ π͍/͎ӟ χ‮ Υꜘβἱΰπ ˢ͖ʾ͙ψ͏/͐ӟ χ‮ Υꜘβἱΰˣ 
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［1］身体活動領域 

 改善傾向にある指標がありますが、引き続き、ライフスタイルやライフステージに応じた運動の普

及啓発や日常生活の中で自然と体を動かしたくなる取組等を推進する必要があります。 
 

 ・日常生活における 1 日の歩数を増やす：Ｂ   ・運動習慣がある人の割合を増やす：C 

（1 日30 分以上、週2 回以上） 
 
 

                        資料：令和 5 年度市民健康意識調査              資料：令和 5 年度市民健康意識調査 

［2］こころ領域 

 改善傾向にある指標が少なく、新型コロナウイルス感染症の影響による人と人とのつながりの希薄

化も懸念されます。引き続き、悩みをひとりで抱え込まないよう家族や友人、職場等、地域全体で支

え合う取組と適切な休養によりこころの健康を保つ取組等を推進する必要があります。 
 
・生きがいを感じている人の割合を増やす：Ｄ   ・睡眠時間が十分にとれていない人の割合を減らす：D 

   
                   ：令和 5 年度市民健康意識調査                 資料：令和 5 年度市民健康意識調査 

・自殺死亡率を下げる（10 万人当たり）：C     ・相談ができる人の割合を増やす：Ｄ 

      資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）                 資料：令和 5 年度市民健康意識調査 
 

・自殺予防週間、自殺対策強化月間の認知度を上げる：A 

  

 

 

 
 

 

                 資料：令和 5 年度市民健康意識調査  

 

［3］栄養・食生活領域 

 改善傾向にある指標が少なく、引き続き、若者を中心に規則正しい食事と正しい栄養・食物の知識

の普及・推進を図り、本来あるべき楽しい食生活が広がる取組等を推進する必要があります。 
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 ・１日の野菜皿数が２皿以下の人を減らす：Ｄ   ・朝食の欠食者を減らす：D 

         資料：令和 5 年度市民健康意識調査        ※朝食を食べるのが週 3 日以下の人の割合 
                                         資料：令和 5 年度市民健康意識調査 
                                              令和 5 年度全国学力・学習状況調査 

 ・朝食または夕食を               

  家族と一緒に食べる回数を増やす：Ｄ          ・食品ロスの削減への取組割合を増やす：Ａ 

  
         資料：令和 5 年度市民健康意識調査            資料：令和 5 年度市民健康意識調査 

［4］健康管理領域 

  改善傾向にある指標もありますが、引き続き、生活習慣病の予防に向けた情報の発信・様々な取

組を推進する必要があります。 
 
 ・健康寿命を延伸する：Ａ           ・検診の受診率を上げる（胃がん）：Ｃ 

          資料：埼玉県の健康指標総合ソフト           資料：令和 5 年度市民健康意識調査  
 ・特定健診の受診率を上げる：Ｂ        ・一年以内の歯科健診受診率を上げる：Ｃ 

資料：特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)          資料：令和 5 年度市民健康意識調査 

 ・メタボリックシンドロームの割合を減らす：Ｄ  ・１人平均の「う歯」数を減らす：A  

資料：特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)             資料：学校歯科保健状況調査 
 ・喫煙率を下げる：Ｄ 

  
          資料：令和 5 年度市民健康意識調査 
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１ 健康づくりの考え方 

 いつまでも健康であり続け、安心で心豊かな生涯を送りたいということは、多くの市民の願いです。

健康は、自分らしく生きていくための重要な要素であり、社会に参加して生きがいを持って過ごすため

の礎となります。そのため、市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」ことを意識し、主体的に健

康づくりに取り組むことが大切であり、家庭や地域、学校、企業、関係機関や団体及び行政等の協力も

欠かせません。 

 本計画では、基本理念を第２次計画から継承し、市民が健やかで心豊かに生活できる活力ある地域 

社会の実現に向けた健康づくりの取組を推進します。 

 計画の推進にあたっては、健康づくりに関する国や埼玉県の指標の傾向を随時確認しながら、先進的

な取組や新たな手法等を検討して、目標達成を図ります。  

 

２ 基本理念 

 市民一人ひとりが自らの健康について考え、 

より良い生活習慣を身に付け、 

豊かで活力に満ちた生活を送れるまち 

 

３ 基本目標と基本方針 

【基本目標】 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 
  

 第３次となる本計画では、市民が豊かで活力に満ちた生活を送れるまちを実現するため、「健康寿命

の延伸と健康格差の縮小」を計画全体の基本目標と定めます。 

 「健康寿命の延伸」については、生涯にわたる一つひとつの健康につながる行動の積み重ねの結果が

健康寿命に大きく影響し、その延伸により平均寿命との差が縮まることは、より長く自立した生活を送

ることができることを意味します。市民一人ひとりが健やかで心豊かに生活できる状況を継続するため

に、社会保障制度を持続可能なものとし、健康寿命と平均寿命との差の縮小を目指します。 

 「健康格差の縮小」については、健康日本 21 （第三次）では、地域や社会経済状況の違いによる集

団における健康状態の差として健康格差が定義されています。本市では、性別差による健康格差、年齢

差による健康格差、健康情報へのアクセス性等の情報リテラシー（情報を活用する能力）による健康格

差等にも着目して、健康格差を生む要因の把握や分析を進めながら「健康格差の縮小」を目指します。 
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【基本方針】   

 

 

 

 

４ 領域とライフコ―ス 

［１］領域別目標と取組目標 

 本市の現状と課題を踏まえ、第２次計画までの「身体活動」「こころ」「栄養・食生活」「健康管理」

の４つの領域に、重点的に取り組むべき領域として、健康で質の高い生活を営む基盤となる「歯と口

腔」を新たに加えた 5 つの領域で市民の健康づくりに向けた本市の各施策を推進します。 

 また、５つの領域のうち、「休養・こころ」領域を第 2 次自殺対策計画、「栄養・食生活領域」を第

3 次食育推進計画として位置付け、それぞれを身体的な健康づくりと一体化して推進します。 
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［２］ライフコースとライフステージ 

 基本方針にある「ライフコース」とは、胎児期から高年期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた考

え方です。 

 現在の自分自身の健康状態は、これまでの自らの生活習慣や社会環境等の影響を受けている可能性

があり、将来や次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があります。 

 例えば、母親の「やせ」は早産のリスクが高くなるだけでなく、赤ちゃんの出生時体重の低下につな

がることが知られています。低出生体重児は将来の生活習慣病のリスクが高まることから、次世代の

健康のためにも、妊産婦は妊娠前から健康なからだづくりが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 従前からの概念として「ライフステージ」があります。これは、人の生涯における各段階を表す言葉

であり、「ライフコース」とは別個に扱われます。 

 第２次計画においてはライフステージを幼少年期、青壮年期、中高年期の３段階に分けて取組を推

進しました。 

 本計画においては、「ライフコース」を意識しながら、ライフステージを見直し、性差等の視点を加

えることで、個々の健康づくりの取組の実効性をさらに向上させることを目指します。 

 各領域では、ライフステージごとに市の取組とともに、市民の取組を提案・支援します。 

 

 ＜各領域におけるライフステージ区分＞ 

幼児期 1 歳から概ね 5 歳まで 

学齢期 概ね６歳から 17 歳まで（児童・生徒） 

青年期 概ね 18 歳から 39 歳まで 

壮年期 概ね 40 歳から 6 4 歳まで 

高年期 概ね 65 歳以上 

 

  

”胎児期から高年期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり” 

⇩ 

『ライフコースアプローチ』 
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５ 領域（目標）別指標一覧     

 

【共通指標】 

項目 
現状 

(令和 4 年度) 

目標 

(令和 11 年度) 

健康寿命の延伸 
男性 17.8 3 年 1 8.8 3 年 

女性 20.7 7 年 21. 58 年 

 

 

【身体活動領域】 

 領域別目標『楽しく 体を動かし いきいきと』 

 取組目標  

  ・日常生活で意識して、体を継続して動かしましょう 

  ・自分に合った運動を続けて体力向上を図りましょう 

  ・情報通信技術(ＩＣＴ)を活用した健康づくりを進めましょう 

 指 標  

項目 
現状 

(令和 5 年度) 

目標 

(令和 11 年度) 

日常生活における１日の歩数を 

増やします 

男性 
20 ～69 歳 7,060 歩 8 ,000 歩 

70 ～74 歳 5,468 歩 6 ,000 歩 

女性 
20 ～69 歳 6,397 歩 7,000 歩 

70 ～74 歳 5,548 歩 6,000 歩 

運動習慣がある人の割合を増やします 
（１日 30 分以上・週２回以上・1 年以上継続） 

 ※国の目標値 40 ％ 

男性 2 7 .7％ 36.0 ％ 

女性 2 6 .4％ 33.0 ％ 

児童・生徒の総運動時間が 60 分未満の人を減らします 
（１週間当たりの運動時間） 

4.7 ％ 3.0 ％ 

 

【休養・こころ領域】  

 領域別目標『こころと身体の変化に気づき 互いに支え 助け合う』 

 取組目標  

  ・人と人とのつながりを大切に、ひとりで抱えずに相談しましょう 

  ・生活リズムを整え、充実した毎日を過ごしましょう 

  ・こころの健康と周りの人のサイン（兆候）に関心を持ちましょう 

 指 標 
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項目 
現状 

(令和 5 年度) 

目標 

(令和 11 年度) 

相談できる人がいる人の割合を増やします 

 ※前回（平成30 年度市民健康意識調査）実績値 79.4 ％ 
65.3 ％ 85.0 ％ 

生きがいを感じている人の割合を増やします 

 ※前回（平成30 年度市民健康意識調査）実績値 73.3 ％ 
61.2 ％ 85.0 ％ 

睡眠時間が十分にとれていない人の割合を減らします 

 ※前回（平成30 年度市民健康意識調査）実績値 18.4 ％ 
30.0 ％ 1 5.0 ％ 

自殺死亡率(10 万人当たり)を下げます 16.7  13.0  

自殺予防週間・対策強化月間の認知割合を増やします 14.0 ％ 30.0 ％ 

 

【栄養・食生活領域】  

 領域別目標『おいしく 楽しく食べて こころも身体も いきいきと』 

 取組目標  

  ・栄養バランスを整え、望ましい食生活を身に付けましょう 

  ・楽しく食べて、食への興味を高めましょう 

  ・食の生産から消費・廃棄を考えた行動をしましょう 

 指 標 

項目 
現状 

(令和 5 年度) 

目標 

(令和11 年度) 

１日に食べる野菜料理が２皿以下の人の割合を減らします 

 ※前回（平成 30 年度市民健康意識調査）実績値 69.9 ％ 
76.7 ％ 6 0.0 ％ 

適正体重 (BMI 値 18 .5 以上 25 未満)を維持している人の

割合を増やします 
 ※国の目標値 66 ％ 

66.3 ％ 70.0 ％ 

朝食の欠食者の割合を減らします 
 ※朝食の摂取が週３日以下 

成人 
20 ～30 歳代 37.4 ％ 1 5 .0％ 

20 ～60 歳代 2 7 .3％ 15.0 ％ 

児童・生徒 
小学 6 年生 6.4 ％ 3 .0％ 

中学 2 年生 8 .5％ 5.0 ％ 

朝食または夕食を家族等と一緒に食べる回数を増やします 
 ※成人対象 

 ※前回（平成 30 年度市民健康意識調査）実績値 8.1 回/ 週 

6.7 回/週 11.0 回/週 

食品ロスを削減するために取り組んでいる人の割合を増やします 92.8 ％ 95.0 ％ 

 

【歯と口腔領域】 

 領域別目標『よく噛んで 歯と口の中を健康に』 

 取組目標  

  ・定期的に歯科健診・口腔がん検診を進んで受けましょう 

  ・正しい生活習慣で口腔機能の維持、向上を目指しましょう 

  ・生涯を通じて自分の歯を大切にしましょう 
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 指 標 

項目 
現状 

(令和 5 年度) 

目標 

(令和11 年度) 

過去 1 年間に歯科健診を受けた人の割合を増やします 

 ※前回（平成 30 年度市民健康意識調査）実績値 45.7 ％ 
46.2 ％ 60 .0％ 

口腔がん検診の受診率を上げます 1 .0％ 10.0 ％ 

かかりつけ歯科医のある人の割合を増やします 44.4 ％ 55 .0％ 

歯や口に気になる自覚症状のある人の割合を減らします 56.2 ％ 45.0 ％ 

よく噛んで食べることができる人の割合を増やします 68.8 ％ 75.0 ％ 

児童・生徒の１人平均う歯（むし歯）を減らします 
小学生 0.2 本 0.1 本 

中学生 0.7 本 0.5 本 

 

【健康管理領域】 

 領域別目標『いつまでも元気でいるために みんなで続けよう「健康づくり」』 

 取組目標  

  ・健康意識を高め、正しい生活習慣を身に付けましょう 

  ・健診・検診を進んで受けましょう 

  ・喫煙と飲酒の影響を正しく理解して、健康管理を実践しましょう 

 指 標 

項目 
現状 

(令和 5 年度) 

目標 

(令和11 年度) 

メタボリックシンドロームの人の割合を減らします 

 ※令和 4 年度(2022 年度)現状値 
22.4 ％ 19.5 ％ 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業のメニュー

数を増やします 
1  3  

特定健診の受診率を上げます 

 ※令和4 年度(2022 年度)現状値（国民健康保険加入者） 
42. 5％ 60.0 ％ 

検診の受診率を上げます 

胃がん 

肺がん 

大腸がん 

子宮がん 

乳がん 

12. 5％ 

12.3 ％ 

17.1 ％ 

16. 1％ 

16.1 ％ 

3 0.0 ％ 

3 0.0 ％ 

3 0.0 ％ 

30 .0％ 

30 .0％ 

喫煙率を下げます 
 ※前回（平成30 年度市民健康意識調査）実績値 18.8 ％ 

21.1 ％ 12.0 ％ 

生活習慣病リスクを高める量の飲酒者割合を 

減らします 

男性 1 6.8 ％ 10.0 ％ 

女性 15.6 ％ 10.0 ％ 

（１日の純アルコール摂取量が男性 40 ｇ・女性 20 ｇ以上） 

 ※純アルコール量の計算方法＝飲酒量：ml×度数：％×0.8  
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１ 現状と課題 

 国内でも感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、令和 2 年（2020 年）から「５類感染症」へ

移行する令和 5 年（2023 年）5 月までの間、個人に対する外出の自粛要請の行動制限等、市民の行動

や生活の変化を引き起こすとともに、運動機会の減少や体力減退に影響を与えていることが、令和 5 年

度（2023 年度）の市民健康意識調査の結果にも表れています。 

 身体活動量を高めるためには、本市全体で運動の習慣がない人も巻き込み、意識を高めて実践に結び

つく取組が必要です。 

   資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査     資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

［１］子どもの身体活動 

 幼児期の子ども（１歳から５歳まで）が戸外で週 2～３回以上遊ぶ割合は、新型コロナウイルス感

染症の流行拡大等の影響を受け、前回の平成 30 年度（2018 年度）調査と比べると減少しています

が、平成 24 年度（2012 年度）と比べると増加しています。 

 児童・生徒で運動が好きな割合は小学生、中学生ともに増加していますが、一週間の運動時間が 60

分未満の児童・生徒が合計の割合で 4.7 ％となっており、デジタル化の進展する社会環境においては、

ゲーム機、スマートフォン、パソコン等の電子機器の使用（スクリーンタイム）や学習塾等の習いご

とに費やす時間が増えて、外遊びをする等の機会の確保と運動量の減少や質の低下が懸念されます。 

 身体活動は、運動が本来もつ爽快感や楽しさを感じながら、将来的な疾病を予防し、活動的な生活

を送るための基礎となります。大人になってからの健康につなげるためにも、子どもの頃から運動が

好きになるよう自分に合った楽しい体の動かし方を見つけ、運動習慣を身に付けることが必要です。 
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                          資料：市民健康意識調査（令和 5 年度(2023 年度)ほか） 
 

資料：市民健康意識調査（令和 5 年度(2023 年度)ほか）     資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

                             資料：令和5 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査（スポーツ庁） 
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［２］成人・高年者の身体活動 

 １日 30 分以上の運動を週 2 回以上行っている人の割合は、女性では増えていますが、男性では横

ばい傾向となっています。さらに 1 年以上継続している「運動習慣あり」の人の割合は 65 歳以上の

男性以外において国より高くなっていますが、埼玉県よりは総じて低くなっています 

 また、日常生活における１日の歩数は、前回調査と比べて 20 ～69 歳では、男性・女性ともに増え

ていますが、70 ～74 歳においては男性・女性ともに横ばい傾向となっており、さらに健康を意識し

て歩くことが必要です。20 ～69 歳においては、仕事、子育て、介護等で、日常生活で運動する時間

をさらに確保することが難しい要因が多くありますが、身体活動量を低下させないよう、多忙な日常

の中でも行える運動やそれを習慣化できる取組が必要です。 

 特に高年者においては、フレイル（加齢により心身の活力が低下した状態）予防のために、歩行速

度・握力・身体活動量が低下しないようにすることが必要です。 

資料：市民健康意識調査（令和 5 年度(2023 年度)ほか）        資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

                               埼玉県(国民健康・栄養調査（令和 4 年(2022 年)) 

                               国(国民健康・栄養調査（令和元年(2019 年)) 

資料：市民健康意識調査（令和 5 年度(2023 年度)ほか） 
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［３］まとめ 

 身体活動・運動は、生活習慣病の予防や改善につながるだけでなく、壮年期以降において生活

機能の維持及び低下を予防する上でも大変有用です。高年期の介護予防にもつながるため、幼児

期から運動習慣の定着を図っていくことが重要です。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて運動機会が減った・体力が減った（落ちた）方を含

めて、広く日常生活に取り入れやすいウォーキングや、買い物・掃除・階段の利用等の負荷を意

識した生活様式の実践、健康づくりに関する知識や方法を身に付けることでの個人の意識高揚等、

身体活動領域における市民の各種取組を支援・推進します。 

 

２ 目標数値と今後の取組 

  領域別目標 『楽しく 体を動かし いきいきと』 

 

［1］取組目標と指標 

  

・日常生活における１日の歩数を増やします 

  男性 女性 

 20 ～69 歳 70 ～74 歳 20 ～69 歳 70 ～74 歳 

 令和５年度(2023 年度)現状値 7,060 歩 5,468 歩 6,397 歩 5,548 歩 

 令和11 年度(2029 年度)目標値 8 ,000 歩 6 ,000 歩 7 ,000 歩 6 ,000 歩 

 

  

 

 

  

 

     
                                 
                                   

・児童・生徒の総運動時間が60 分未満の人を減らします（1 週間当たりの運動時間） 

 令和５年度(2023 年度)現状値 4.7 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 3.0 ％ 

 

 

・運動習慣がある人の割合を増やします 

（１日 30 分以上・週２回以上・1 年以上継続している人の割合） 

  男性 女性 

 令和５年度(2023 年度)現状値 2 7 .7％ 2 6 .4％ 

 令和 11 年度(2029 年度)目標値 36 .0％ 33 .0％ 

① 日常生活で意識して、体を継続して動かしましょう 

② 自分に合った運動を続けて体力向上を図りましょう 
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［2］市の主な取組 
    
取組目標 

 ① 日常生活で意識して、体を継続して動かしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

運動に接する機会を

提供します 

・スポーツフェスティバルの開催 スポーツ振興課 

・パリポリレクの集いの開催 障がい福祉課 

・障がい者施設交流スポーツ大会の開催 障がい福祉課 

・各種スポーツ教室の開催 スポーツ振興課・

スポーツ協会 

・オールドカレッジの開催 スポーツ振興課・ 
文化交流運営協議会 

・スポーツサロンの開催 スポーツ振興課・
スポーツサロン運
営協議会 

・児童館・児童センターの遊び場提供 こども青少年課 

身近なウォーキングや

体操を普及します 

・ウォーキング大会の開催 スポーツ振興課 

・ラジオ体操を活用したイベントの開催 

（ラジオ体操講習会・元旦ラジオ体操等） 

スポーツ振興課・

ラジオ体操連盟 

・一本棒・バッテン棒体操の普及 スポーツ振興課 

・パリポリくん健康体操（介護予防体操）の普及 地域介護課（地域支援室） 

・はつらつ元気体操教室の開催 みんなでまちづくり課・

コミュニティ協議会 

 

取組目標  

 ② 自分に合った運動を続けて体力向上を図りましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

地域におけるスポー

ツ活動を支援します 

・体育施設の貸出し（体育館・テニスコート・野球場） スポーツ振興課 

・学校教育施設・地域グラウンドの開放 スポーツ振興課 

・市民体育祭の開催 スポーツ振興課 

・ロードレース大会の開催 スポーツ振興課・

大会実行委員会 

運動を継続できる機

会を提供します 

・キッズクラブ、フィットネスクラブ等の開催 スポーツ協会 

・各公民館・文化センターでの教室等の開催 生涯学習課・公民館 

・文化センター 

幼児期・学齢期から

体力向上を図ります 

・学習指導要領に沿った小・中学校の体育授業 指導課 

・遊び等を通じた体力の向上 保育課 

 

取組目標 

 ③ 情報通信技術(ＩＣＴ)を活用した健康づくりを進めましょう 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

オンラインでの普及

啓発や健康アプリの

活用を推進します 

・コバトンＡＬＫＯＯマイレージの推進 健康づくり課 

・ホームページ・ＳＮＳにトレーニング動画等の

掲載 

スポーツ振興課・

スポーツ協会 
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  ・ライフコースを意識した市の取組 

 高年者の特性：フレイル（加齢により心身の活力が低下した状態）を予防する取組 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

各種介護予防事業で

体力維持を支援します 

・ステップ・ドレミ♪でスッキリ教室の実施 地域介護課（地域支援室） 

・ジャンプ教室の実施 地域介護課（地域支援室） 

フレイル予防を推進

します 

※高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施 

・ポピュレーションアプローチ事業の実施 

・ハイリスクアプローチ事業の実施 

健康づくり課 

保健センター 

地域介護課（地域支援室） 
後期高齢者・重心医療室 

 

［3］ライフコースを意識した市民の取組 
   

〔すべてのライフステージ〕 

 運動習慣を定着させて、運動を継続しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフステージ 具体的取組 

学齢期 歩行・サイクリング等による運動の習慣を付けましょう 

 ◆いろいろな運動やスポーツを経験しましょう 

 ◆家族での散歩や外出、友達と外遊びをしましょう 

青年期 日常生活に定期的な運動を組み込みましょう 

 ◆クラブ活動、仲間とのスポーツや外出をしましょう 

壮年期 生活習慣病の予防を意識して運動を行いましょう 

 ◆歩幅を広げる・膝を上げることを意識して歩きましょう 

 ◆上り下りは階段を使いましょう 

 ◆家事や掃除等において、負荷を意識しましょう 

 ◆歩く距離を伸ばす等、1 日の運動時間を 10 分増やしましょう 

高年期 フレイル（加齢で心身の活力が低下した状態）予防に運動を継続しましょう 

 ◆1 日に１回は外出しましょう 

 ◆家庭内での役割を持って体を動かしましょう 

 ◆社会活動等に継続的に参加しましょう 
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［4］情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した健康づくり 

  ＩＣＴ（Information and Communication Technology ）は、インフォメーション アンド コ

ミュニケーション テクノロジーの略称で、「情報通信技術」と訳されます。 

 スマートフォン等の電子機器の普及により、個人がインターネット等から手軽に情報の入手・伝達・

共有が行える環境が広がり、健康づくりにおいてもＳＮＳによる運動や料理動画の視聴やメールを利

用した保健指導のほか、歩数アプリや健康アプリ、スマートウォッチの利用等、活用の幅が広がって

います。ＩＣＴ活用のメリットは、自宅や近所、通勤・通学途中等の毎日の生活のすきま時間や、ひ

とりでも、家族や友人等とでも気軽に取り組めることです。令和 5 年度（2023 年度）の市民健康意

識調査によると、歩数アプリや健康アプリ、スマートウォッチ等のＩＣＴを活用した健康への取組を

3 割強の人が行っており、今後使ってみたい人は約 2 割と、５割強の人が関心を持っています。 

 一方で電子機器の確保や、インターネット上にあふれる健康情報の中から、正しく、自分に合った

情報を選択し理解する能力（健康情報リテラシー）の醸成等の課題もあります。これまでの形にとら

われない個人の行動と健康状態を意識した、より手軽で実効性を持つ取組の普及が期待されます。 

 
                         資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査   

 

 ☆そうか健康豆知識☆ ＩＣＴを活用した健康アプリ（健康促進ウォーキングアプリ） 

● コバトンALKOO （あるこう）マイレージ 

 「埼玉県コバトン健康マイレージ」が令和６年度から「コバトン ALKOO （あるこう）マイ

レージ」に変更となりました。 

 個人のスマートフォンに専用アプリをダウンロードしてウォーキングを続ける

ことで、気軽に楽しみながら健康づくりを進めることができるサービスです。 

 歩数に応じてポイントが貯まり、貯まったポイントで賞品が当たる抽選に参加

できます。 

 

 

   

   

   
         スマホを持って歩くだけ    歩数に応じてマイレージ    ポイントは素敵な賞品が 

         自動で歩数を計測！     ポイントが貯まる！        当たる抽選で使える！ 

ᶨ ΰοΜϥ
34.3%

ᶨ ΰοΜσΜΥ₈ῇ►μοϙθΜ 19.3%

ᶨ ΰοΣϣγ
₈ῇϜ►ϩσΜ

32.7%

ϩΤϣσΜ
11.5%

ᵕ 2.2%

ͩ͘͞Ϭᶨ ΰθὲῴϒχ︡

ᶨ ΰοΜϥ

ᶨ ΰοΜσΜΥ
₈ῇ►μοϙθΜ

ᶨ ΰοΣϣγ
₈ῇϜ►ϩσΜ

ϩΤϣσΜ

n˹810 

埼玉県マスコット「コバトン」 
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１ 自殺対策計画策定の趣旨 

国内の自殺者数は、平成 10 年（1998 年）から 3 万人を超える状態が続きましたが、平成 22 年

（2010 年）以降は、平成 24 年（2012 年）に 15 年ぶりに３万人を下回るなど、10 年連続の減少

となりました。しかしながら、女性は令和 2 年（2020 年）に、男性も令和 4 年（202 2 年）に自殺

者数が増加に転じて、令和 4 年（2022 年）の自殺者数は 21, 8 81 人となり、依然として２万人を超

える方が自ら命を絶っており、深刻な状況が続いています。 

国では、平成 19 年（2007 年）に策定し、平成 29 年（2017 年）に改定した自殺総合対策大綱に

ついて、自殺者数の動向や社会情勢の変化を踏まえて再度見直し、令和４年（2022 年）10 月に 3 回

目の改定を行って対策を強化しています。 

本市においても、こうした動きを背景に、すべての人がかけがえのない個人として尊重されるととも

に、生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因を解消するための支援と

それを促進するための環境の整備充実を図るため、令和２年（2020 年）に策定した「草加市自殺対策

計画」を、新たに「休養・こころ領域（第 2 次草加市自殺対策計画）」として策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自殺は様々な社会的要因による「追い込まれた末の死」であり、自殺対策はそうした状況に陥る前に、

気づき、手を差し伸べることができる地域・社会の環境をつくることが大切です。そのためには、地域

を含めたネットワークの強化を図り、支援を必要としている方が持つ複合的な課題を重層的に支援する

体制を構築し、孤立することなく生活できる地域づくりが重要となります。 

 また、こころの健康を保つためには、適度な運動やバランスのとれた食事のほか、質・量ともに十分

な睡眠をとり、余暇等で身体やこころをリフレッシュし、ストレスを上手に解消するなど、日常生活の

中にうまく休養を取り入れた生活習慣を確立することが大切です。 

 本市では、「生きること」への包括的支援として、関係機関や関係団体を始め、一人ひとりの理解や協

力により、人と人とが支え合い、「誰一人取り残さない」ように地域で安心して暮らすことができるまち

の実現を目指す取組を健康増進計画と一体的に推進していきます。  
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２ 現状と課題          

［１］自殺者数・自殺死亡率・自殺の原因 

 ①自殺者数 

  本市の自殺者数は、平成 26 年（2014 年）の 50 人から、令和元年（20 19 年）には 33 人と

減少しましたが、新型コロナウイルス感染症が発生した令和 2 年（2020 年）以降は 50 人弱で推

移して、令和 5 年（2023 年）は 4 2 人となっています。令和 5 年度（2023 年度）の市民健康

意識調査によると、コロナ禍は「気力・意欲」や「ストレス」に影響を及ぼしています。また、男

性が女性より多く、年代別では、20 歳代から 6 0 歳代に自殺者が多い傾向となっています。 

                              資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

 
資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 
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資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査    資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

 ②自殺死亡率 

  本市の自殺死亡率（人口10 万人当たり）は、令和５年（20 23 年）は 16.7 で、国や埼玉県の値を下

回りましたが、令和 4 年（202 2 年）以前の３年間においては、国や埼玉県の値を上回っています。 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 ③自殺の原因 

  自殺の多くは、多様かつ複合的な原因・背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きていま

すが、本市の自殺原因は、「健康問題」、「経済・生活問題」が多くなっており、これは国や埼玉県と

同様の傾向です。健康であることが、「こころの健康」にも大きく影響を及ぼすことがうかがえます。 

     

※動機が複数あると判断された場合には重複してカウントするため、合計と一致しません。 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 
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［２］休養とこころのゆとり 

 ①休養と睡眠 

  こころの健康を維持するためには、十分な睡眠を始めとした休養の重要性を理解することが必要で

す。個人の生活スタイルに大きく影響される睡眠や休養は、生活習慣の改善にも密接に関わります。 

  休養を睡眠で「十分とれている」と「まあまあとれている」人の割合の合計は 66.4 ％で、「あまり

とれていない」と「まったくとれていない」人の割合の合計は 30 ％となっていますが、睡眠時間に

おいては、６時間未満の人が 49.2 ％で、そのうち 5 時間未満の人は 16 ％となっています。 

  必要な睡眠時間には個人差が大きく、一概に何時間の睡眠が良いとはいえません。一般に、子ども

は大人よりも長い睡眠を必要とし、成人でも年齢が若いほど必要な睡眠時間は長く、高年になるほど

短くなります。そのため、成人では６～8 時間が適切な睡眠時間の目安とされています。 

  睡眠不足は身体の不調とともに、こころの健康にも影響します。また、眠るのが困難で質のよい睡

眠を得られない不眠は、こころの病の症状として現われることがあり、うつ病の人の９割が何らかの

不眠症状を伴うと言われています。不眠とうつ病は関連性が高く、自殺とも関連性が高いことから、

適切な睡眠を確保できるような取組が必要です。 

    資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査     資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

  

 ②育児とゆとり 

 女性の人生における重要なライフイベントである「出産」、その前後の女性のこころの健康は非常

に重要です。特に妊娠・出産前後に劇的なホルモン変化を伴い、こころの不調に陥りやすいと言われ

ます。 

 ゆったりとした気分で子どもと過ごせる幼児の母親の割合は、「よくある」と「ときどきある」人は

8 0 .7％となっていますが、「あまりない」と「まったくない」人は 10 .1％となっています。 

 産後うつ傾向にある母親の割合は減少傾向にありますが、産後うつを予防するためには、育児をし

ている母親を支える家族など周囲が産後うつについての理解を深め、こころの変化に気づけるように

啓発を行うことが必要です。育児をしている母親は、孤立して、子育ての支援者が得られにくくなる

と、こころにゆとりを持って生活することが難しくなることが懸念されます。育児をしている母親が

孤立しないよう、子育てに関する情報の周知や相談支援を引き続き行っていくことが重要です。 
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                           資料：市民健康意識調査（令和 5 年度(2023 年度)ほか） 

  

                        資料：新生児訪問における EPDS（エジンバラ産後うつ評価票） 

 

［３］ストレスと悩み 

 令和 5 年度（2023 年度）の市民健康意識調査によると、ストレスを感じている人は、80. 5％と

非常に多く、感じているストレスを「なかなか解消できない」人は 30.7 ％になっています。また、令

和 2 年（2020 年）に発生した新型コロナウイルス感染症は、個人に行動制限を加えるなど、ストレ

ス面にも多岐にわたって影響を及ぼしています。 

 さらに、生きることが辛くなるほどの悩みがある方は、「いつもある」と「ときどきある」人で 42.2 ％

となっています。悩みの原因は、「経済的な問題」「人間関係」「健康への不安や病気」「仕事・学業」の

順と多岐にわたっており、健康面の悩みがある人は 34.5 ％となっています。 

 過剰なストレスや辛い悩みを抱え、解消できずに追い込まれることは、自殺の要因にもつながりま

す。自分に合ったストレス解消方法を見つけて軽減させるとともに、悩みについて早期に対処できる

よう相談できる場所の周知や環境を整備することが重要です。 
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   資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査  資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査（再掲） 

 

  

   資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査      資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

 ストレスや悩みにおいては、「相談はしたくない」人が 14.7 ％、「相談先がわからない」と「相談で

きないでいる」人が 13.5 ％となっており、悩みを抱えていても相談できない人を状況に応じた相談が

できる相手や場所へつなげていくことが必要です。 

 自殺対策に関する事柄についての認知度においても、「こころの健康相談統一ダイヤル等の電話相談

窓口」を知っている人が 457 人（56.4% ）であるほかは、「ＳＮＳによる相談」159 人（19.6 ％）

を始めとして、「保健センターや保健所等の相談窓口」、「自殺予防週間・自殺対策強化月間」、「支援情

報検索サイト」、自殺対策における「ゲートキーパー1」、「自殺対策基本法」の順で、いずれも知ってい

る人の割合は 2 割を下回っており、本人だけでなく、身近な人が早めにサイン（兆候）に気づいて相

談につながるよう自殺対策についての周知が必要です。 

                                                   
1 ゲートキーパーとは、自殺のサインに気づき、悩んでいる人に声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな

げ、見守る等の適切な対応を取ることができる人のことです。 
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   資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査     資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

  

   ☆そうか健康豆知識☆ こころの SOS 相談窓口 
 

 

    人の「命」は何ものにも代えがたいものです。 

    「悩みや心配事、不安を感じたら、ひとりで悩まず誰かに相談してみませんか」 
  

  【こころの悩みや不安を相談できる窓口・連絡先】 

   ・埼玉いのちの電話 電話 

    電話：048 - 645 - 4343 （毎日 24 時間） 

   ・＃いのち SOS  電話・チャット・メール・SNS  

    電話：0120 - 061 - 338 （毎日 24 時間） 

    チャット：https://www.lsystem.org/inochi - web  から（毎日 午前 8 時～午後 10 時） 

   ・こころの健康相談統一ダイヤル 電話 

    電話：0570 - 064 - 556 （平日 午後 6 時 30 分～午後 10 時） 

   ・こころの相談（保健センター）対面・電話 

    電話：048 - 922 - 0200 （平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時） 

   ・こころのサポート＠埼玉 LINE（毎日 午後 7 時～午後 10 時 30 分） 

    LINE：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html  から 

   ・さいたまチャイルドライン 電話・チャット：18 歳まで 

    電話：0120 - 99 - 7777 （毎日 午後 4 時～午後 9 時） 

    チャット：https://childline.or.jp/chat/  から（実施日の午後 4 時～午後 9 時） 

 

 

［４］生きがい 

 生きがいを「十分感じている」と「多少感じている」人の割合の合計は、令和 5 年度（2023 年度）

では 61.2 ％で、調査を重ねるごとに減少傾向となっています。 

 生きがいと健康状態との関係を見ると、健康状態が良好だと自覚している人ほど生きがいを感じて

いる割合が高く、健康であることが生きがいには関連性があることがうかがえます。 
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「こころの SOS 相談窓口」 
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https://childline.or.jp/chat/　から（実施日の午後4時～午後9
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資料：市民健康意識調査（令和 5 年度(2023 年度)ほか） 

資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

［５］薬の安全・薬物乱用防止 

 薬物の乱用や不正な薬物の使用は、脳の正常な発達や働きを止め、精神のバランスを悪くさせるこ

とがあります。脱力感・疲労感・幻覚・妄想といった精神障害を生じさせ、脳を始めとする身体の主要

器官に深刻な悪影響を及ぼし、さらに薬物依存症に至るなど、将来にわたって心身の健康を損ない、

社会生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 薬物には、使用しているうちにやめられなくなるという"依存性"と、乱用による"幻覚"、"妄想"に伴

う自傷、他害の危険性があるという大きな特徴があります。 

 医薬品も用法通りに飲めば薬ですが、正しい飲み方をしなかったり、大量に摂取したりすると混乱

したりする意識障害等、いわゆるドラッグを使用した際の感覚に近い症状が現れる場合があります。 

 薬物乱用のきっかけには、個人的要因として、様々な生きづらさを抱える中、苦痛を和らげたり、

高揚感や現実からの逃避を求めたりすることがあげられています。 

 薬物乱用の危険性や薬に関する正しい知識を深め、ひとりで抱え込まず、勇気を出して身近な専門

機関や自助グループに相談できるよう周知や環境整備が重要です。 

  

［６］まとめ 

 休養・こころ領域は、第 2 次計画では「こころ領域」として取り組んできました。「こころの健康」

を維持するためには、まず一人ひとりが休養の重要性を理解して、自分に合った十分な睡眠をとり、
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ストレスを解消できるように上手に付き合うことが大切です。それでも抱えきれない悩みは相談窓口

等につなげられる周知や環境整備が必要です。また、家族や友人、職場等、周囲の人が本人の発して

いるサイン（兆候）等に早めに気づき、支え合うことも引き続き求められています。働き盛りの世代

や、周産期・育児の世代に対しては、より意識した対応が必要です。 

 「こころの健康」に大きく関与している「生きがい」を持って、こころ豊かにゆとりのある毎日を送

るため、適切な知識を身に付け、必要な時に相談できるよう周知や環境整備、地域全体で支えあう取

組をさらに推進します。 

                        資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

３ 目標数値と今後の取組 

  領域別目標 『こころと身体の変化に気づき 互いに支え 助け合う』 

 

［1］取組目標と指標 

  

・相談できる人がいる人の割合を増やします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 65.3 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 8 5.0 ％ 

                  前回（平成 30 年度市民健康意識」調査）実績値 79.4 ％  

 

 

 

・生きがいを感じている人の割合を増やします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 61.2 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 85 .0％ 

                  前回（平成 30 年度市民健康意識」調査）実績値 73.3 ％ 

① 人と人とのつながりを大切に、ひとりで抱えずに相談しましょう 
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② 生活リズムを整え、充実した毎日を過ごしましょう 
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 ・睡眠時間が十分にとれていない人の割合を減らします 

令和５年度(2023 年度)現状値 30.0 ％ 

令和 11 年度(2029 年度)目標値 15.0 ％ 

                  前回（平成 30 年度市民健康意識」調査）実績値 18.4 ％ 

  

・自殺死亡率を下げます             ※人口10 万人当たりの自殺者数 

 令和５年(2023 年)現状値 16.7  

 令和 11 年(202 9 年)目標値 13 .0  

 

・「自殺予防週間」「自殺対策強化月間」を知っている人の割合を増やします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 14.0 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 30 .0％ 

 

［2］市の主な取組 
   

取組目標 

 ① 人と人とのつながりを大切に、ひとりで抱えずに相談しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

相談や支援を行う窓

口の情報を提供しま

す 

・相談窓口カードやリーフレットの設置 健康づくり課ほか 

・ホームページでの相談窓口や専用アプリの紹介 健康づくり課 

・リーフレットの配布（小・中学校） 指導課・教育支援室 

相談する機会を提供

します 

・こころの相談の実施 保健センター 

・まちかど健康相談の実施 保健センター 

・青少年カウンセリングの実施 こども青少年課 

・さわやか相談室での相談 教育支援室 

・スクールカウンセラーによる相談 教育支援室 

・心理士による相談 教育支援室 

 

取組目標 

 ② 生活リズムを整え、充実した毎日を過ごしましょう 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

休養・こころの健康

について啓発します 

・ホームページ等による啓発 健康づくり課 

・保健センターだより他様々な媒体を通じた啓発 保健センター 

・こころの健康づくり講演会の開催 健康づくり課 

・こころの健康に関する授業や学校行事 指導課 

③ こころの健康と周りの人のサイン（兆候）に関心を持ちましょう 
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規則正しい生活につ

いて啓発します 

・ホームページ等による啓発 保健センター 

・学校だより・保健だよりによる指導 指導課 

自己肯定感を高め、

生きる力を育てます 

・草加っ子生き生きプラン「生きる力プラン」の推進 指導課 

・学校適応指導教室「ふれあい教室」の運営 教育支援室 

・児童生徒支援オンラインルーム「ステップルーム」の運営 教育支援室 

・放課後こども教室の実施 こども青少年課 

地域活動等への参加

を働きかけます 

・町会活動への参加呼びかけ みんなでまちづくり課 

・乳幼児向け親子事業の実施 こども青少年課 

・すこやかクラブの活動支援 長寿支援課 

・高年者地域見守りネットワーク体制の推進 地域介護課（地域支援室） 

・平成塾の運営支援 生涯学習課 

・講座やサークル活動の紹介 生涯学習課 

 

取組目標 

 ③ こころの健康と周りの人のサイン（兆候）に関心を持ちましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

自殺予防週間・対策強

化月間を啓発します 

・広報そうかやホームページ等による啓発 健康づくり課 

サイン（兆候）につい

て啓発・支援します 

・ホームページ等による啓発 健康づくり課 

・ヤングケアラーの早期発見と支援 こども家庭課 

小・中学校でのいじめ

防止対策を行います 

・いじめ撲滅サミットの開催 指導課 

・脱・傍観者授業の実施 指導課 

・匿名いじめ相談アプリ「STAND  BY」の運用 指導課 

自殺対策・予防を行

う人材を育成します 

・ゲートキーパー養成講座の開催 健康づくり課 

・こころの健康づくり講演会の開催【再掲】 健康づくり課 

 

  ・ライフコースを意識した市の取組 

 女性の特性：妊娠期から子育て期を中心に支援する取組 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

個別の悩みに応じて

相談・支援をします 

・女性の生き方なんでも相談の実施 人権共生課 

妊娠期・子育て期の

支援・啓発を行います 

・マタニティクラス・マタニティサロンでの支援、啓発 保健センター 

・育児や子どもの発達に関する個別相談と支援 こども育成支援課 

こども家庭課 

保育課 

保健センター 

産前・産後のサポー

ト相談を行います 

・妊産婦・新生児・こんにちは赤ちゃん訪問の実施 こども家庭課 
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妊娠・育児の不安解

消のために母子保健

支援を行います 

・にんしん出産相談室「ぽかぽか」での相談・支援 こども家庭課 

・育児電話相談の実施 保健センター 

・乳幼児相談の実施 保健センター 

 高年者の特性：精神・心理的フレイル（こころ・心理の活力の低下）を予防する取組 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

生涯学習活動による

生きがいづくりを支援

します 

・講座やサークル活動の紹介【再掲】 生涯学習課 

認知症高年者の見守り 

・話し相手、家族の休息

を支援します 

・やすらぎ支援員の養成・派遣 長寿支援課 

就業機会を確保し、自

立と健康を支援します 

・シルバー人材センター活動の紹介 長寿支援課 

社会参加による生きが

いづくりを支援します 

・町会活動への参加呼びかけ【再掲】 みんなでまちづくり課 

・高年者が気軽に集える通いの場の創出 地域介護課（地域支援室） 

 

［3］ライフコースを意識した市民の取組 
    

〔すべてのライフステージ〕 

 「こころの健康」について理解を深め、早期に気づき、相談や受診をしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフステージ 具体的取組 

幼児期・学齢期 「こころの健康」について学びましょう 

 ◆自分を大切にするこころを持ちましょう 

 ◆友達や家族を思いやる優しさを持ちましょう 

青年期 ひとりで抱え込まずに、まずは相談をしましょう 

 ◆信頼できる友人や仲間との時間を持ちましょう 

 ◆ストレス対処法等の正しい知識を持ちましょう 

 ◆ひとりで抱え込まずに相談しましょう 

壮年期 こころの不調（ストレス）に早めに気づき、休養や気分転換をしましょう 

 ◆規則正しい生活リズムを意識して、十分な睡眠時間を持ちましょう 

 ◆休暇を活用して、趣味や外出等で気分転換をしましょう 

 ◆ひとりで抱え込まずに相談しましょう 

高年期 仲間や地域とつながって、生きがいづくりをしましょう 

 ◆地域活動等に参加して、毎日の生活に張り合いを持ちましょう 

  

 特性を意識した取組 

 

 

 

特性 具体的取組 

女性の特性 妊娠期や子育て期におけるこころの不調に注意をしましょう 

 ◆こころの不調を感じたら、ひとりで悩まず、早めに相談やサポート依

頼をしましょう 
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１ 食育推進計画策定の趣旨 

 食育基本法において「食育を生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

と位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践することができる人間を育てる」とされています。 

 また、「国民一人ひとりが「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々

な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力

を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学

校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられ

ている課題である」とも記載されています。 

 食は、子どもたちの健やかな成長と生涯にわたって健康で活力ある生活を送るために欠かせない命の

源です。また、家族や友人、仲間等とともに食卓を囲み、おいしく楽しく食べることは、人に生きる喜

びや楽しみを与え、健康で豊かな暮らしの実現に大きく寄与するものです。 

 近年において、世帯構造の変化やライフスタイルの多様化により、食を取り巻く環境は変化していま

す。野菜不足や食習慣の乱れなどの栄養の偏り、朝食の欠食のような食生活の乱れなどの食習慣の課題、

食料自給力の維持や食文化の継承、多量の食品ロスの発生等、食をめぐる様々な課題も生じており、持

続可能な食環境とするための食育の推進も求められています。 

 このような食環境の変化を背景に、国は令和３年（2021 年）３月に「第４次食育推進基本計画」を

策定し、「生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進」・「持続可能な食を支える食育の推進」・「新たな

日常やデジタル化に対応した食育の推進」を重点事項として掲げ、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の

考えを踏まえた食育を推進することとしています。 

 本市では、市民の健康と食生活を守り、生涯を通していきいきと暮らすために、食育の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に進めることが重要であることから、「第２次草加市食育推進計画」の目標の

達成度や市民の食生活の状況をもとに、新たに「栄養・食生活領域（第３次草加市食育推進計画）」を策

定し、食育に関する取組を健康増進計画と一体的に推進していきます。 

 

２ 現状と課題 

［１］野菜 

 野菜はビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含み、体の調子を整える働きがあります。生活習慣

病の予防のためにも１日 350 ｇ、料理にすると５～６皿（1 皿 70 ｇ相当）を食べることが望ましい

とされています。 

 令和 5 年度（2023 年度）の市民健康意識調査によると、１日における野菜の摂取量については、

皿数が、「１～２皿（70 ～150 ｇ）」の人が最も多く約６割を占め、「３～４皿（200 ｇ～250 ｇ）」、

「ほとんど食べない」と続き、前回調査からこの傾向に概ね変化は見られませんでした。野菜の摂取
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量は減少傾向にあり、年代別に見ると1 日の野菜摂取量が2 皿以下の人の割合は、20 歳代で86.6 ％、

30 歳代で 85.4 ％、40 歳代で 84.5 ％、50 歳代で 85.8 ％といずれも高くなっています。 

資料：市民健康意識調査（令和 5 年度(2023 年度)ほか） 
 

                              資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 
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 ☆そうか健康豆知識☆ 野菜の目安量と野菜ジュース 

             

                               ● 野菜の１日の目安量は５～６皿（350 ｇ） 

 
 

 野菜を食べるメリットの一つとして、しっかり噛んで食べることで満腹中枢を刺激し、過剰な食欲

を抑えられるという側面もあります。 

 また、市販品の野菜ジュースは一般に濃縮還元という方法で作られています。野菜には豊富な栄養

が含まれていますが、ジュースにすると搾汁や加熱殺菌等の加工工程によって減少する成分がありま

す。野菜ジュースは野菜の代わりにはなりませんが、食事の補助と考え、上手に利用しましょう。 

 ※商品によっては、果汁や砂糖等の糖質、食塩、香料、保存料を含むものがありますので、商品を

選ぶ際にはパッケージの表示を確認してください。 

 

［２］朝食 

 朝食は、栄養バランスに配慮した食生活や１日の生活リズムをつくり、望ましい生活習慣を身に付

ける観点から重要です。子どもの頃からその大切さを理解し、摂取を心掛けることが必要です。 

 朝食をほとんど毎日食べている人（20 ～74 歳）の割合は、6 4.1 ％と減少傾向が続いています。学

齢期まで高かった割合は、青年期では欠食する人が多くなり、壮年期までその傾向は続き、就労等の

ライフスタイルの変化が朝食の欠食に影響している可能性があります。 

 朝食をほとんど食べない人の割合は、年代別では、2 0 歳代の割合が 40.2 ％と最も高く、3 0 歳代

は 34.1 ％、40 歳代と 50 歳代においても 2 割を超える人が朝食を欠食しています。 

                         資料：市民健康意識調査（令和 5 年度(2023 年度)ほか） 
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                              資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

                    資料：令和5 年度(202 3 年度)全国学力・学習状況調査（文部科学省） 

 

［３］栄養のバランス・減塩等 

 生涯にわたって心身の健康を確保しながら、健全な食生活を実践するためには、一人ひとりが栄養

バランスに配慮した食事を習慣的にとることが必要です。主食・主菜・副菜のバランスのとれた食事

を「1 日 2 回以上、ほとんど毎日」とっている人の割合は、30 歳代で 12.2 ％まで低下しますが、年

代が上がるごとに増加し、全体では 33.3 ％となっています。 

                              資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査  
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 エネルギーや食塩の過剰摂取等に代表される栄養素等の偏りは、それに起因する肥満、「やせ」、低

栄養等、生活習慣病につながるほか、女性は妊娠時の胎児の健康に影響すると言われています。 

 適正体重や減塩を意識した食生活を「いつも実践している」と「まあまあ実践している」の人の合

計の割合は 5 8 .1％であり、国の第４次食育推進基本計画の目標にある「ふだんから適正体重の維持や

減塩等に気をつけた食生活を実践する国民の割合（75 ％以上）」と比較すると低い状況です。 

                              資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

［４］食品ロス・食育への関心 

 ①食品ロス 

  ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の一つ、目標 12 では「持続可能な生産消費形態を確保する」こ

とを掲げ、「2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減さ

せ、収穫後損失等の生産・サプライチェーン（消費までの一連の流れ）における食料の損失を減少さ

せる」ことを目標としています。食品ロス削減は重要な課題であり、一人ひとりが食品ロスの現状や

その削減の必要性について認識を深め、自ら主体的に取り組むことが不可欠です。本市においても、

92.8 ％の人が食品ロスについて削減につながる取組を行っています。 
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                              資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

                    令和 5 年度(2023 年度)第 2 回消費生活意識調査 

 

 ②食育 

  食育を推進して、成果を挙げるためには、一人ひとりが自ら実践を心掛けることが必要です。その

ためには、より多くの人に食育に関心を持ってもらうことが欠かせません。  

  食育への関心は、男性より女性の方が高く、また 30 歳代と 70 歳代において関心が高くなってい

ます。一方、草加市は国や埼玉県と比べると食育への関心の割合は低くなっており、世代を問わず、

食育の周知と取組をさらに推進していくことが必要です。 
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 資料：市民健康意識調査、県民の健康に関するアンケート、食育に関する意識調査報告書（すべて令和5 年度(2023 年度)） 

 

 ☆そうか健康豆知識☆ 食品ロスとフードドライブ 

 
 

  食品ロス問題は、令和元年（2019 年）に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が成立・ 

 施行され、自治体、事業者、消費者等の多様な主体が連携して食品ロス削減を推進しています。 
 

 フードドライブとは、家庭で余ってい

る食品を集めて、食品を必要としている地

域の生活困窮者支援団体、こども食堂、

福祉施設等に寄付する活動のことです。 

 フードドライブの実施は、食品ロス削減

への貢献や食料の支援を必要とする人へ

の支援のみならず、分け合う心の醸成を

図り、地域の関係性づくり等の効果も期待

できます。 

 

 草加市でも賞味期限から 2 か月以上の余裕があり、未開封で常温保存できるものを、市役所

本庁舎や公民館等の公共施設で受け付けています。 
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［５］共食 

 家族や友人、仲間等とともにコミュニケーションをとりながら食事をすること、共食は食育の原点

です。共食を通じて食の楽しさを実感するだけでなく、食や生活に関する基礎を伝えたり、習得した

りする機会にもなります。 

 社会環境の変化に伴う暮らし方や働き方の変化により、家族と過ごす時間も変化しており、ひとり

で食事を食べる「孤食」が増えています。 

 朝食または夕食を家族と一緒に食べる頻度を見ると、小学生から中学生、さらに成人と年齢が上が

るにつれその頻度は少なくなっています。成人では、朝食または夕食を家族と一緒に食べる回数（１

週間当たり）は 6.7 回となっており、前回調査（平成 30 年（2018 年））の 8.1 回や埼玉県、国の

平均と比べて下回っています。   

   資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査    資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 
 

                              資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 
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資料：市民健康意識調査、県民の健康に関するアンケート、食育に関する意識調査報告書（すべて令和5 年度(2023 年度)） 

 

［６］肥満・「やせ」と食生活 

 男性では「2 0～69 歳」の肥満者の割合は、平成 30 年度（2018 年度）と比べて引き続き増加傾

向にあります。年代別では 60 歳代まで肥満者は 30 ％前後の高い割合となっています。 

 女性では「40 ～69 歳」の肥満者の割合は、平成 30 年度（2018 年度）と比べて減少しましたが

依然として高い水準にあります。年代別では 30 歳代から 60 歳代まで肥満者は 20 ％前後の割合と

なっています。また、女性の「20 ～2 9 歳」の「やせ」の人の割合は、平成 30 年度（2018 年度）

と比べて減少しましたが、「30 ～3 9 歳」は増加しています。年代別では 30 歳代で 22.4 ％、60 歳

代で 16 ％と割合が高くなっています。 

資料：市民健康意識調査(令和 5 年度(2023 年度)ほか）       資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 
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資料：市民健康意識調査(令和5 年度(2023 年度)ほか）       資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 望ましい食習慣として「よく噛んでゆっくり食べる」ことは、満腹中枢を刺激し食べすぎを防ぐこ

とから肥満防止につながるとともに、唾液がたくさん出て歯と口腔の健康にも寄与します。 

 健やかで豊かな生活を送るには、噛み方や食べる速さにも着目し、口に取り込み（捕食）、噛みくだ

き（咀しゃく）、飲み込み（嚥下：えんげ）の働きをする口腔機能の維持・向上と関連させた食育が重

要となっています。 

 「よく噛んでゆっくり食べる」人の割合は、経年比較において男女ともに大きな変化は見られませ

んが、現状維持から向上へ転換させる取組が必要です。 

      資料：市民健康意識調査(令和 5 年度(2023 年度)ほか）  

  ※成人の肥満・「やせ」の判定にはＢＭＩ（Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ Ｉｎｄｅｘ）を用いています。 

  体重（Ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）で計算し、25 以上が「肥満」、18.5 未満が「やせ」と 

  判定されます。 
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［７］まとめ 

 食育の推進にあたっては、特に若い世代等、食育に対し関心の薄い層に関心を持ってもらうことが

大変重要です。子どもたちの食生活の乱れや栄養バランスの偏りなどを原因とする肥満・「やせ」、脂

質異常症等の生活習慣病を始めとする健康への影響が、その後の人生や次世代にわたって懸念される

ことから、学校や保育所等には、引き続き、子どもへの食育について大きな役割が期待されます。 

 また食育の推進に役立ち、健康な食生活と関係する共食においては、世帯構造の変化やライフスタ

イルの多様化が、家族との共食の機会をつくることを難しくしていることから、孤食を避けるために

友人や仲間、地域の人等と一緒に食事をとりながらコミュニケーションを図っていくことを含めて、

共食を推進することが必要です。 

 食育を推進する体制としては、食育の推進に関わる食生活改善推進員等の食育ボランティアが、令

和元年度（2019 年度）時点において全国では 36.2 万人、本市においても令和 5 年度（2023 年

度）時点で約 160 人が活動しており、今後も地域での食育推進運動の中核的役割を担うことが期待さ

れています。 

 本市では、このようなボランティア、国、埼玉県、事業者等、食育に関わる多方面の分野の関係者と

連携・協働して、様々な食育推進運動を推進します。 

 

３ 目標数値と今後の取組 

  領域別目標 『おいしく 楽しく食べて こころも身体も いきいきと』 

 

［1］取組目標と指標 

  

・１日に食べる野菜料理が２皿以下の人の割合を減らします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 76.7 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 6 0 .0％ 

                  前回（平成 30 年度市民健康意識」調査）実績値 69.9 ％ 

・適正体重(BMI 値 18 .5 以上 25 未満)を維持している人の割合を増やします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 66.3 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 70.0 ％ 

                                 

  

・朝食の欠食者の割合を減らします（朝食の摂取が週 3 日以下） 

 
 

20 ～30 歳代 20 ～60 歳代 
小学 
６年生 

中学 
３年生 

 令和５年度(2023 年度)現状値 37.4 ％ 2 7.3  6.4 ％ 8.5 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 15 .0％ 15 .0％ 3.0 ％ 5.0 ％ 

① 栄養バランスを整え、望ましい食生活を身に付けましょう 

② 楽しく食べて、食への興味を高めましょう 
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・朝食または夕食を家族等と一緒に食べる回数を増やします（成人対象） 

 令和５年度(2023 年度)現状値 6.7 回/ 週 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 11 回/週 

                 前回（平成 30 年度市民健康意識」調査）実績値 8.1 回/週 

  

・食品ロスを削減するために取り組んでいる人の割合を増やします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 92.8 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 95 .0％ 

                             

［2］市の主な取組 

取組目標 

 ① 栄養バランスを整え、望ましい食生活を身に付けましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

栄養・食生活全般に

ついて啓発します 

・ホームページほか様々な媒体を通じた啓発 保健センター 

・出前講座、移動健康教室の実施 保健センター 

・食育月間、食育の日の啓発 保健センター 

調理実習から食への

関心を高めます 

・おやこ料理教室等の開催 保健センター 

・食生活改善推進員の活動支援 保健センター 

・各公民館・文化センターでの料理教室等の開催 生涯学習課・公民館 

・文化センター 

・家庭科の調理実習（小・中学校） 指導課 

給食を通じて食への

関心を高めます 

・ホームページでの給食レシピ紹介（小・中学校） 学務課 

・学校給食展の開催（小・中学校） 学務課 

・献立表での給食レシピ紹介（保育園） 保育課 

地場産を含めた農産品

への関心を高めます 

・農業祭の開催 都市農業振興課 

・農業体験農園の実施 都市農業振興課 

・地産地消マップの配布 都市農業振興課 

 

取組目標 

 ② 楽しく食べて、食への興味を高めましょう 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

栄養バランスの整った

食事を啓発します 

・栄養相談の実施 保健センター 

・ホームページほか様々な媒体を通じた啓発【再掲】 保健センター 

・料理掲載サイト「クックパッド」におけるレシピ紹介 保健センター 

③ 食の生産から消費・廃棄を考えた行動をしましょう 
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・ヘルシー料理教室の実施 保健センター 

・障がい者配食サービスの実施 

（調理・調達が困難な方） 
障がい福祉課 

・高年者配食サービスの実施 

（調理・調達が困難な方） 

長寿支援課 

・各公民館・文化センターでの料理教室等の開催  

 【再掲】 

生涯学習課・公民館 

・文化センター 

家族や友人等との食事

の楽しさを啓発します 

・ホームページほか様々な媒体を通じた啓発【再掲】 保健センター 

・こども食堂の運営・支援 こども政策課 

 

取組目標 

 ③ 食の生産から消費・廃棄を考えた行動をしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

食の生産と地場農産物

の消費を推進します 

・市民農園の実施 都市農業振興課 

・枝豆栽培体験の実施 都市農業振興課 

・地場農産物使用推進店登録制度の推進 都市農業振興課 

・庭先販売農家指定の推進 都市農業振興課 

・学校給食での地場農産物の使用と啓発 学務課 

・学校ファームの実施 指導課 

・収穫体験の実施 保育課 

食品ロス削減やフー

ドドライブ等につい

て啓発します 

・ホームページや広報による啓発 廃棄物資源課 

・出前講座での啓発 廃棄物資源課 

・家庭科の授業での啓発 指導課 

 

  ・ライフコースを意識した市の取組 

 女性の特性：妊娠期から子育て期の支援、やせすぎと骨粗しょう症を予防する取組 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

妊娠期・子育て期での

食生活の支援・啓発を

行います 

・マタニティクラス・マタニティサロンでの支援、啓発【再掲】 保健センター 

・離乳食講習の実施 保健センター 

・乳幼児相談の実施【再掲】 保健センター 

骨粗しょう症・やせすぎ

の予防について啓発します 

・骨密度測定の実施 保健センター 

・ホームページや広報による啓発 保健センター 

 高年者の特性：低栄養を予防する取組 

取組内容 具体的取組 所管課等 

 

 

栄養バランスが整った

食生活の実践を支援

します 

・ヘルシー料理教室の実施【再掲】 保健センター 

・高年者等の地域サロン等への栄養講話の実施 地域介護課（地域支援室） 
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 栄養バランスを意識

した食事を提供します 

・高年者配食サービスの実施【再掲】 

（調理・調達が困難な方） 

長寿支援課 

骨粗しょう症・やせすぎ

の予防について啓発します 

・骨密度測定の実施【再掲】 保健センター 

・フレイル予防の栄養講話の実施 保健センター 

 

［３］ライフコースを意識した市民の取組 

〔すべてのライフステージ〕 

 正しい生活リズムを維持し、栄養バランス等を意識した食生活を送りましょう 

 

 

 

 

 

ライフステージ 具体的取組 

幼児期・学齢期 給食や学校の授業、おやこ料理教室の体験等で食生活の理解を深めましょう 

 ◆栄養バランスの大切さを学んで、いろいろなものを食べましょう 

 ◆家族や友人と一緒に楽しく食事をしましょう 

 ◆食品ロス削減等への関心を深めましょう 

青年期 朝食を食べ、主食・主菜・副菜のバランスのとれた食事にしましょう 

 ◆朝食をしっかり食べ、規則正しい食生活リズムにしましょう 

 ◆野菜の摂取や栄養バランスを考えましょう 

 ◆家族や友人、仲間等との会話のある楽しい食事にしましょう 

壮年期 エネルギーや食塩の過剰摂取等に気をつけた食生活を送りましょう 

 ◆適正体重を保ち、栄養バランスと減塩を意識しましょう 

 ◆生活習慣病リスクや予防の知識を持って、正しい食生活にしましょう 

 ◆食品ロス削減のために、食べ物をむだにしないようにしましょう 

高年期 エネルギーとたんぱく質が不足する低栄養に注意した食事にしましょう 

 ◆減塩と、いろいろな食品を食べて、バランスの良い食生活にしまし

ょう 

  

 特性を意識した取組 

 

 

 

特性 具体的取組 

女性の特性 各ライフステージで栄養バランスに気をつけた食生活にしましょう 

 ◆妊娠期・子育て期は、母子ともに栄養の偏りとバランスを意識し

ましょう 

 ◆骨粗しょう症予防を意識して、栄養バランスに気をつけましょう。 
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 ☆そうか健康豆知識☆ 食べてフレイル予防（食品 10 品目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フレイル（加齢により心身の活力が低下した状態）を食生活面から予防するためには、

いろいろな食品を食べることで栄養状態を保つことが大切です。 

・主食・主菜・副菜を組み合わせて食べましょう 

・いろいろな食品を食べましょう 

 

 

    

 

 

 

 

 いろいろな食品を食べる方法として、主食に加えて、上記の 10 品目の食品から、毎日７品目

以上をバランスよくとれるように心掛けましょう。 

 ※「さあにぎやかにいただく」は東京都健康長寿医療センター研究所の食品摂取多様性スコア

10 品目の頭文字を取ったもので、ロコモチャレンジ！推進協議会が考案したものです。 
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１ 歯と口の健康について 

歯と口（口腔）の健康は、心身の健康の維持と生活の質の向上に重要な役割を果たしています。人生

100 年時代を迎え、生涯にわたり自分の歯でおいしく食べて健康を維持していくために、ライフステ

ージに応じた口腔機能の維持・向上、むし歯や歯周病の予防に関する取組はさらに重要となっています。 

口腔機能とは、食べる・飲み込むだけでなく、会話するなどの基本的な社会生活を営むための大切な

機能です。この口腔機能は乳幼児期の哺乳・離乳を経て獲得していきます。この獲得が不十分だと口腔

機能発達不全症となり成長の妨げになることがあります。 

さらに高年期では、加齢や病気等によりオーラルフレイル（口腔機能の低下）が見られることがあり、

低栄養や要介護につながります。すべてのライフステージにおいて、口からおいしく食べて健康で過ご

すためには、口腔機能の獲得・維持・向上はとても重要です。 

国においては、平成 24 年（2012 年）に、高齢化が進む中で将来を見据え、乳幼児期からの生涯を

通じた歯科疾患の予防、口腔機能の獲得・保持等により、すべての国民が心身ともに健やかで心豊かな

生活ができる社会を実現することを目的に、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に関する「歯科

口腔保健の推進に関する基本的事項」を策定し、令和 5 年（202 3 年）10 月から「歯科口腔保健の推

進に関する基本的事項（第二次）」（歯・口腔の健康づくりプラン）が示されました。 

本市では、平成 28 年度（2016 年度）に「草加市歯科口腔保健の推進に関する条例」を制定し、生

涯を通じて健全な歯と口腔の環境を維持する取組を展開しています。定期的な歯科健診等の情報提供や

受診勧奨に努めるとともに、様々な機会を捉えて、「かかりつけ歯科医」をもつことの重要性等の啓発に

努めてまいりました。 

このような背景を踏まえ、健康増進を図る上で「歯と口腔」を、今後、重点的に推進をしていく領域

として捉え、本計画から「歯と口腔領域」として位置付け、取組を強化し、推進していきます。 

  

２ 現状と課題 

［1］歯科健診・口腔がん検診 

 令和 5 年度（2023 年度）の市民健康意識調査によると、過去１年間に歯科健診を受けた人の割合

は 46.2 ％となっています。年代別に見ると、30 歳代と 60 歳代以上においては受診率が平均より高

く、前回調査と比べて増加していますが、40 歳代と 50 歳代においては受診率が低く、減少していま

す。また 20 歳代の受診率も平均を下回っています。法的に義務付けられている乳幼児歯科健診と学

校歯科健診と違い、成人の歯科健診は任意での受診となっていますが、早い時期からオーラルフレイ

ル等の健康課題を予防するために、若い世代や 40 歳代・50 歳代の壮年期では定期的な歯科健診の受

診について、その必要性を理解して、かかりつけ歯科医をもつことが必要です。 

 口腔がんは、口の中の様々な場所に発生して進行すると治療は困難ですが、早期に発見されると治

癒率は高くなります。口腔がん検診の受診率は低く、検診に対する認識を高めることが必要です。 
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     資料：市民健康意識調査(令和 5 年度(2023 年度)ほか） 資料：令和5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

 ☆そうか健康豆知識☆ かかりつけ歯科医 

 

 ừ かかりつけ歯科医を持ちましょう  
 
「かかりつけ歯科医」とは、歯の治療だけでなく、歯に関する相談、 

定期健診等により、歯と口の健康を総合的にサポートする身近な歯科医

師、歯科医院のことです。 

 自分の歯が多く残っていると健康寿命が長く、要介護の期間が短いことが

明らかになっています。 

 むし歯や歯周病は、セルフケア（歯ブラシ・歯間清掃用具等を用いて自

分で日常的に行うケア）と、プロフェッショナルケア（歯石除去など歯科

医師や歯科衛生士が行う専門的なケア）により予防が可能な病気です。 

 歯と口の健康を保つには、乳幼児期から高年期まですべてのライフステージに

おいて「かかりつけ歯科医」を持ち、定期的に受診をすることが重要です。 

 

     ※身体が不自由等の理由で通院が困難な場合は、  

      訪問診療を行っている歯科医にご相談できます。 

 

 

 

 

［２］子どもの歯と口 

 子どものう歯（むし歯）は減少傾向にあります。乳歯から長い一生を共にする永久歯に生え変わる

時期では、歯と口腔内の正しいケアを子どものうちに習慣化することが非常に大切です。 

 国の令和 4 年（2022 年）歯科疾患実態調査によると、乳歯（1～14 歳）で、う歯（むし歯）を持

つ人の割合を年次推移で見ると減少傾向にあります。 

 本市でも、う歯（むし歯）のない３歳児の割合は増加傾向で、小・中学生の一人平均う歯数も減少傾

向となっています。子どもの歯科衛生については改善傾向が見られています。 
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 これは、本市を含めた自治体による、こども医療費助成制度の拡充による医療費負担の軽減、赤ち

ゃんの口腔ケアに関する講習会などが、保護者の意識と行動の変化を促したと思われます。また、歯

ブラシや歯磨き剤などの口腔ケア用品が充実してきたことも影響していると思われます。 

 子どもの口腔ケアでは、保護者による仕上げ磨きとともに、かかりつけ歯科医院でのフッ素塗布等

の専門的なケアを活用することも有効です。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 資料：厚生労働省 歯科疾患実態調査 

            資料：３歳３か月児健診               資料：学校歯科保健状況調査 

 

［３］歯周疾患（歯周病） 

 歯周病は歯の喪失における主な原因であり、糖尿病や循環器系疾患等の全身の健康に影響する生活

習慣病との関連性も指摘されています。40 歳以上になると約 8 割弱の人が歯周病にかかり、年齢と

ともに増加すると言われていますが、自覚症状がほとんどないことが多く、自分では気づきにくい病

気です。  

 歯周病は、日頃のセルフケア（歯ブラシ・歯間清掃用具等を用いて自分で日常的に行うケア）と定

期的なプロフェッショナルケア（歯石除去など歯科医師や歯科衛生士が行う専門的なケア）により予

防が可能です。歯周病は動脈硬化の進行の要因となるなど全身へ影響するため、歯周病を予防するこ

とが全身疾患の予防にもつながることになります。  
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 歯や口に、何らかの自覚症状がある方は 56.2 ％となっており、その症状は「口臭が気になる」18.0 ％

に続き、「歯ぐきから血が出る」12.1 ％、「歯ぐきが腫れる」11.7 ％と続いています。 

 本市では、（一社）草加市歯科医師会と連携して「歯の健康フェア」や「市民公開講座」等で、歯周

病等に対する啓発を進めています。 

 

資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査        資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

              

                資料：日本臨床歯周病学会   （一社）草加市歯科医師会主催「市民公開講座」 

 

［４］オーラルフレイル 

 オーラルフレイルとは、口が渇く、滑舌が悪くなる、わずかにむせる、食べこぼすようになる、飲み

込みにくくなる、噛めない食品が増える、といった口腔機能が低下した状態のことをいいます。  

 オーラルフレイルになると、オーラルフレイルのない人に比べて心身全体のフレイル（加齢により

心身の活力が低下した状態）や要介護状態になりやすいといわれています。オーラルフレイルを早期

に発見し、口腔機能を維持することにより、フレイルや低栄養を予防する取組が必要です。  
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 特に高年者では、オーラルフレイルを予防して口腔の機能を維持することにより、８０２０（はち

まるにいまる：８０歳で２０本以上自分の歯を残すこと）を達成することを意識して、健康寿命の延

伸につなげていく取組が必要となります。 

 また、「なんでもよく噛んで食べることができる人」の割合は 68.8 ％ですが、40 歳を超えるとそ

の割合は徐々に低くなっています。 

 よく噛んで食べることは、オーラルフレイル予防だけでなく、生活習慣病の原因の一つである肥満

の予防になります。よく噛むことによって、脳は少量でも満腹感を感じやすくなり、食欲が抑えられ

ます。食事のときは、「ひと口 30 回噛む」ように心掛けましょう。さらに、よく噛むと唾液が出て、

口の中を清潔に保ち、むし歯や歯周病の予防になるとともに、栄養の吸収がよくなります。  

 噛むことのメリットはほかにもあります。食材本来の味を感じることができ、顎を開けたり閉じた

りするため顔などの骨や筋肉が動き、血流が増加し、脳に酸素と栄養が送られるため、脳細胞の働き

が活発になり、反射神経や記憶力、集中力、判断力等がよくなります。子どもでは知育を助け、高年者

では、認知症の予防にもなります。 
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                資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

 ☆そうか健康豆知識☆ 8020 運動と嚥下(えんげ)テスト 

 

①８０２０運動 

 平成元年（1989 年）から国と日本歯科医師会が推進している 

「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」という運動です。 

20 本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足することができると 

言われています。 

 楽しく充実した食生活を送り続けるためには、妊産婦を含めて生まれてから亡くなるまでのす

べてのライフコースで健康な歯を保つことが大切です。 

 

②反復唾液嚥下(えんげ)テスト 

 加齢や病気等によって、嚥下（物を飲み込む）がうまくできない

状態になることがあります。これを摂食嚥下障害といいます。 

 簡単にできるテストが「反復唾液嚥下テスト」で、30 秒の間に、

唾液を何回飲み込めるのかを計測していきます。飲み込めた回数が 

2 回以下の場合、摂食嚥下障害の可能性が高くなります。 

 

ϢΨᶺϭπ ϓϥάρΥπΦϥ χᶤ› 

 

資料：厚生労働省アフターサービス推進室 
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［５］まとめ 

 生涯を通じて健康な歯と口腔の機能を維持することは、健康で質の高い生活を営むうえで非常に重

要です。歯と口腔の健康状態や歯科疾患の発症リスクには、個人差やライフステージごとの特徴があ

るため、一人ひとりが各々の状態を認知して、かかりつけ歯科医を持ち、生涯を通じて歯と口腔の健

康づくりに継続して取り組むことが大切です。  

 本市では、誰もが生涯にわたって「歯と口腔の健康」の維持と増進ができるよう、引き続き、歯科衛

生についての健康教育を実施することで歯に対する健康意識を高め、毎日のセルフケアや定期的な歯

科健診の必要性の理解を深めていきます。妊娠期・乳幼児期から高年期までの各ライフステージにお

ける口腔機能の状態に応じて、切れ目なく効果的に歯科口腔の施策を実施して健康寿命の延伸につな

げていきます。 

 

３ 目標数値と今後の取組 

 領域別目標 『よく噛んで 歯と口の中を健康に』 

 

［1］取組目標と指標 

  

・過去 1 年間に歯科健診を受けた人の割合を増やします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 46.2 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 6 0 .0％ 

 

 

    

 

 

 

                           

 

 

 

   

 

 

                            

  

・口腔がん検診の受診率を上げます 

 令和５年度(2023 年度)現状値 1 .0％ 

 令和 11 年度(2029 年度)目標値 10 .0％ 

・かかりつけ歯科医のある人の割合を増やします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 44.4 ％ 

 令和 11 年度(2029 年度)目標値 55 .0％ 

・歯や口に気になる自覚症状のある人の割合を減らします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 56.2 ％ 

 令和 11 年度(2029 年度)目標値 45 .0％ 

① 定期的に歯科健診・口腔がん検診を進んで受けましょう 

② 正しい生活習慣で口腔機能の維持、向上を目指しましょう 
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［２］市の主な取組 

取組目標 

 ① 定期的に歯科健診・口腔がん検診を進んで受けましょう 

 取組内容 具体的取組 所管課等 

歯と口腔の健康状態

の確認を行います 

・幼児歯科健診の実施（１歳７か月・３歳３か月） 保健センター 

・妊婦歯科健診の実施 保健センター 

・成人歯科健診（歯周疾患検診）の実施 保健センター 

・口腔がん検診の実施 保健センター 

・かかりつけ歯科医の普及啓発 健康づくり課 

・埼玉県障害者歯科相談医制度の周知 障がい福祉課 

・健康長寿歯科健診の周知 後期高齢者・重心医療室 

・訪問歯科相談医の紹介 地域介護課（地域支援室） 

保健センター 

・児童・生徒の歯科健診の実施 学務課 

 

取組目標 

 ② 正しい生活習慣で口腔機能の維持、向上を目指しましょう 

 取組内容 具体的取組 所管課等 

歯と口腔の機能維持

と向上を図ります 

・歯科相談の実施（歯の健康フェア） 健康づくり課 

・フッ化物塗布の実施（歯の健康フェア） 健康づくり課 

・おやこでブラッシングの実施（乳幼児） 保健センター 

・歯科医師会との連携、活動の支援 健康づくり課 

 

取組目標 

 ③ 生涯を通じて自分の歯を大切にしましょう 

 取組内容 具体的取組 所管課等 

・よく噛んで食べることができる人の割合を増やします 

 令和５年度(2023 年度)現状値 68.8 ％ 

 令和 11 年度(2029 年度)目標値 75 .0％ 

・児童・生徒の１人平均う歯（むし歯）を減らします 

  小学生 中学生 

 令和５年度(2023 年度)現状値 0.2 本 0.7 本 

 令和 11 年度(2029 年度)目標値 0.1 本 0.5 本 

③ 生涯を通じて自分の歯を大切にしましょう 
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歯と口腔に関する知識

について啓発します 

・歯の健康フェアの開催 健康づくり課 

・市民公開講座の開催 健康づくり課 

・ホームページ等による啓発 健康づくり課 

・8020 運動の推進（よい歯のコンクール） 健康づくり課 

授業等を通じて歯と

口腔の健康を推進し

ます 

・保健体育授業での教育（小・中学校） 指導課 

・歯と口の健康啓発ポスターコンクールの開催（小・中学校） 学務課 

・歯と口の健康啓発標語コンクールの開催（小・中学校） 学務課 

・むし歯予防集会、いい歯の日集会の開催（小・中学校） 学務課 

・食事後の歯磨き習慣の定着 保育課 

 

 ・ライフコースを意識した市の取組 

 女性の特性：女性ホルモンバランスを意識して歯周疾患を予防する取組 

取組内容 具体的取組 所管課等 

 妊娠期の歯周疾患の予

防を推進します 

・妊婦歯科健診の実施【再掲】 保健センター 

・マタニティサロンの実施 保健センター 

 高年者の特性：オーラルフレイル（歯や口の機能が低下した状態）を予防する取組 

取組内容 具体的取組 所管課等 

 

 

オーラルフレイルの

予防を推進します 

・8020 運動の推進（よい歯のコンクール）【再掲】 健康づくり課 

・高年者等の地域サロン等への歯科・口腔講話の実施 地域介護課（地域支援室） 

 

［３］ライフコースを意識した市民の取組 
       

〔すべてのライフステージ〕 

 生涯を通じて歯と口の健康づくりに継続して取り組みましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフステージ 具体的取組 

幼児期・学齢期 よく噛む習慣を身に付け、正しい歯磨き方法を学びましょう 

 ◆歯を磨く習慣を身に付け、正しくブラッシングをしましょう 

 ◆健康教育を通して、「噛む」「話す」に関することを学びましょう 

青年期 

 

かかりつけ歯科医を持ち、歯周病について理解を深めましょう 

 ◆歯と口の健康をサポートする「かかりつけ歯科医」を持ちましょう 

 ◆歯周病についての知識を習得して、予防対策を実践しましょう 

壮年期 定期的な歯科健診の受診とオーラルフレイルの予防を行いましょう 

 ◆定期的に歯科健診を受けて、歯と口の健康状態を確認しましょう 

 ◆オーラルフレイルについて正しく理解しましょう 

高年期 噛む力・飲み込む力（嚥下）を維持し、自分の歯と口を大切にしましょう   

 ◆噛む力、飲み込む力を意識しましょう 

 ◆しっかり噛んで食べ、口を動かして楽しく会話をしましょう 
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 特性を意識した取組 

 

 

 

特性 具体的取組 

女性の特性 女性ホルモンバランスの変化と、歯周疾患の予防を意識しましょう 

 ◆妊婦期は歯科健診を受け、歯周疾患を予防しましょう 

 ◆壮年期はドライマウス（口腔乾燥症）による歯周疾患に注意しましょう 
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１ 現状と課題 

［１］保健・医療 

 ①健康寿命 

  本市の健康寿命については、令和 4 年（2022 年）時点で、男性が 17.83 年、女性が 20.77 年

となっており、第 2 次計画の目標値（男性 17.79 年・女性 20.40 年）を上回る結果となりました。 

  男性・女性ともに健康寿命は延びており、女性のほうが男性より 2.9 4 年長くなっています。 

  埼玉県では「健康寿命」を、生活の質を考慮した上で、「あと何年、自立して健康に生きられるか」

を示した期間とし、具体的には、65 歳に達した人が「要介護 2」以上になるまでの平均的な年数と

して独自に算出しており、本市においても埼玉県と同じ方法で市民の健康寿命を計算しています。 

資料：埼玉県の健康指標総合ソフト            資料：埼玉県の健康指標総合ソフト  

 

 ②特定健康診査（特定健診）・特定保健指導 

  草加市国民健康保険加入者を対象とした特定健康診査（特定健診）の受診率は、令和 2 年度（2020

年度）までは減少傾向となっていましたが、その後、増加傾向に転じて令和４年度（2022 年度）は

42.5 ％となっています。埼玉県においても、令和 2 年度（2020 年度）は低い受診率となりました

が、その後は回復傾向になっています。 

  なお、草加市の受診率は令和 2 年度（2020 年度）から埼玉県平均を上回っています。 
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                         資料：特定健診・特定保健指導保険者別実施状況（法定報告） 
                                   ※対象者：市町村国民健康保険加入者 

  

  特定保健指導は、特定健診を受けた結果、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）のリスク

のある 40 ～74 歳までの方を対象に行います。生活習慣の改善による効果を多く期待できる人に対

して行われ、早めに食事や運動等で生活習慣を改善することで、脳血管疾患や虚血性心疾患、腎症等

のリスクや高血圧、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として

います。特定保健指導の実施率は、令和元年度（2019 年度）から低い数値で推移しており、令和４

年度（2022 年度）は 13.4 ％となっています。 

  なお、特定健診受診者のうち、メタボリックシンドローム該当者の人の割合は、令和 4 年度（2022

年度）は 22.4 ％となっています。 

 
資料：特定健診・特定保健指導保険者別実施状況（法定報告） 

                                    ※対象者：市町村国民健康保険加入者  
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                        資料：特定健診・特定保健指導保険者別実施状況（法定報告）    

                           ※対象者：市町村国民健康保険加入者  

 

 ☆そうか健康豆知識☆ メタボリックシンドローム 

 

● メタボリックシンドロームの考え方 
 

 おなかの内臓に脂肪が溜まって腹囲が

大きくなる「内臓脂肪型肥満（内臓肥

満）」は、高血圧や糖尿病、脂質異常症

等を引き起こしやすくします。さらに、

高血圧や糖尿病、脂質異常症の要因が重

複することで、要因の数が多くなるほ

ど、動脈硬化が進行する危険が高まると

考えられています。 

 判定基準を参考にして、動脈硬化の進

行、心臓病や脳卒中などにならないよう

特定健診・特定保健指導を積極的に受

診、利用しましょう。  

 

 

 

 ③がん検診受診率 

  がん検診の受診率は、令和 5 年度（2023 年度）市民健康意識調査の結果、胃がんは 12. 5％、

肺がんは 12. 3％、大腸がんは 1 7 .1％、子宮がんは 1 6.1％、乳がんは 16 .1％となっています。胃

がん・肺がんにおいては男性の受診率、大腸がんにおいては女性の受診率が高くなっています。男

性、女性ともに受診率は、いずれのがん検診においても 20 ％を下回っている状況となっています。 
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                              資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

 

 ☆そうか健康豆知識☆ 草加市で実施している「がん検診」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 がん検診は「定期的な受診」が大切です。 

 毎年度4 月に配布する「保健センターなび」や市のホームページで検診場所・

受診期間・申込（方法や時期）等の詳細が確認できます。 

 ※申込は窓口・電子申請・はがきのみ（電話申込はできません） 

 

 

［２］女性の健康 

 女性の健康は、一般的に月経周期や学齢期（思春期）・壮年期（更年期）・高年期の各ライフステージ

と、結婚・出産等のライフイベントに影響されやすいと言われています。 

検診名 検診場所 申込先 対象者 

胃がん検診  
  バリウム 保健センター 保健センター 30 歳以上(定員あり) 

  内視鏡 指定医療機関 保健センター 50 歳以上(定員あり) 
 ※前年度 市の検診未受診の人  ※バリウムか内視鏡は どちらか一方 

肺がん・結核検診 指定医療機関 指定医療機関 40 歳以上 

大腸がん検診 
指定医療機関 
または 

保健センター 

指定医療機関 30 歳以上 

保健センター 30 歳以上(定員あり) 

子宮がん検診 指定医療機関 指定医療機関 20 歳以上の女性 

乳がん検診 
指定医療機関 
または 

保健センター 
保健センター 40 歳以上の女性(定員あり) 

 ※前年度 市の検診未受診の人 

前立腺がん検診 指定医療機関 指定医療機関 50 歳以上の男性 

肝炎ウイルス検診 指定医療機関 保健センター 
40 歳になる人 

41 歳以上の市の検診未受診の人 

口腔がん検診 指定医療機関 保健センター 50 歳以上 
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 女性ホルモンの分泌量がライフステージにより大きく変化することで、心身の健康に影響を及ぼす

ことから、女性特有の健康課題に関心を持つとともに、自らの身体のことを知ることが重要です。 

 また、女性が生涯を通じて健康で充実した日々を自立して過ごすためには、生活の場（家庭、地域、

職域、学校）を通じて、女性の様々な健康課題を社会全体で総合的に支援することが重要です。厚生

労働省では、毎年 3 月 1 日から 3 月 8 日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを国

民運動として展開しています。 

 

 ①がん 

  女性の身体の構造から、「乳がん」や「子宮がん」等のがんがあります。がんの多くは高年になる

ほど発症リスクが高まるため、若い女性にはあまり関係のない病気だと思われがちですが、これら

のがんは若年化が進み、20 ～40 歳代で発症するケースが急増しています。 

  「乳がん」は 20 歳代から徐々に増え始め、30 歳代に急激に増加し、40 歳代後半から 50 歳代

にピークを迎えるのが特徴です。「子宮がん」は 20 ～30 歳代に急増しています。 

  女性に多いがんの検診受診率は、子宮がんが 1 6 .1％、乳がんで 16 .1％となっています。 

 

 ②「やせ」と骨粗しょう症 

  若い女性の「やせ」は、月経不順や低血圧・不整脈、骨量減少等の健康障害を招く恐れがあります。 

  さらに、日本では低出生体重児（2,500g 未満）の割合が増えていますが、その背景の一つに若

い女性の「やせ」や妊娠中の体重増加不足があるといわれています。小さく生まれてきた子ども

は、エネルギーを溜めこみやすい体質であるため、成人後に生活習慣病（高血圧・糖尿病等）にか

かりやすいと考えられています。 

  ほぼ全年代で女性が男性より「やせ」の割合が高く、30 歳代では 22.4 ％と高くなっています。 

  
      資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査  資料：市民健康意識調査(令和5 年度(2023 年度)ほか 

  骨粗しょう症は、骨量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。特に女性は閉経を迎

えると骨の形成・維持に関わる女性ホルモンの分泌が低下し、骨粗しょう症のリスクが高くなり、

骨折しやすくなります。 

  予防にあたっては、カルシウムの摂取やバランスの良い食事、日光浴、ウォーキング等の適度な

運動とともに、定期的に骨密度測定を行い、自分の骨量を把握することも必要です。 
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 ③女性特有のライフコースに応じた健康づくり 

  女性は、男性と同様の健康課題や病気もありますが、妊娠・出産だけではなく、ホルモンバランス

の変化やライフステージにより、男性にはない様々な健康面での特徴を抱えています。 

  女性特有の視点では、健康を「一生涯継続し、次世代に受け継がれるもの」として、病気のリスク

や予防を幼児期から高年期までつなげて俯瞰的（ライフコース）に捉えることが重要です。 

  性別差から生じる健康課題解決のため、女性自身のみならず男性も女性の心身の健康や社会的健康

を包括的に捉え、妊娠・出産の安全や健康リスクの低減だけでなく、女性が健康に就労継続できる仕

組みや女性の体の変化に関する教育のほか、がんをはじめとする生活習慣病、骨粗しょう症、認知症、

フレイルの早期発見や予防等、女性の QOL（生活の質）をよりよく保つための取組が求められてい

ます。 

   

【幼児期】 生活リズムを整え、外遊びで楽しく体を動かしましょう 

【学齢期】 女性の体の変化や月経の仕組みについて学び、自分の体について知りましょう 

      性と生殖に関することや、性感染症（STD）等の知識を身に付けましょう 

【青年期・壮年期・高年期】 

      女性特有のがんの特徴を理解し、セルフチェックと合わせ、検診を受けましょう 

【青年期】 PMS（月経前症候群）や月経時など体調の優れない時は無理せず過ごしましょう 

 （妊娠～産後期） 

      ひとりで悩まず相談し、産後は周りの協力を得て、身体の回復に努めましょう 

【壮年期】 更年期の症状を知り、辛いときはかかりつけ医や婦人科に相談しましょう 

【壮年期・高年期】 

      骨密度測定で骨量を把握し、改善に取り組みましょう 

【高年期】 自分にちょうど良い運動を見つけ、実践・継続し、運動機能を維持しましょう 

 

 ☆そうか健康豆知識☆ 女性の健康づくり（草加市ホームページ） 

 

 草加市ではホームページに、「女性の

健康づくり」に関するページを設けて、

次の情報等をお知らせしています。 

 

・女性のがん 

 がん検診の情報 

・骨粗しょう症 

 骨密度測定の情報 

・身体やこころ相談 

 まちかど健康相談 

 不妊症や不育症に関すること 

・女性のための健康情報（厚生労働省） 

                等 

 

市ＨＰ 二次元コード 

「女性の健康づくり」 
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［３］喫煙・飲酒 

 ①喫煙・受動喫煙 

  喫煙は、がん・循環器疾患・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）・糖尿病等の多くの疾病の原因になると

ともに、たばこの煙はたばこを吸わない人の健康にも影響を与える受動喫煙のリスクがあります。 

  全体の喫煙率は 21.1 ％に増加しており、年代別では 20 歳代の喫煙率 1 7 .5 %が、60 歳代の

31.1 ％まで増加傾向にあります。70 歳代になると 14.5 ％と減少しています。 

                           資料：市民健康意識調査(令和 5 年度(2023 年度)ほか） 
  

 
                                資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 

   

  ＣＯＰＤ（Chronic Obstructive Pulmonary Disease）とは、慢性閉塞性肺疾患のことで、従

来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。たばこの煙に含まれる有害物質を長期

にわたって吸い込むことで生じた肺の炎症性疾患であり、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活

習慣病です。せき、たん、息切れが慢性的に続き、緩やかに悪化する病気です。認知度は「知って

いる」・「聞いたことがある」を合わせても 26.4 ％で、減少傾向となっています。 
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 資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査    資料：市民健康意識調査(令和 5 年度(2023 年度)ほか） 

 

  受動喫煙とは、本人は喫煙しなくても周囲からのたばこの煙を吸わされてしまうことを言います。 

  喫煙者が吸っている煙だけではなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチン

やタールのほかに多くの有害物質が含まれています。受動喫煙を防ぐためには、最も有効な方法は禁

煙とすることです。屋内の全面禁煙はもちろん、屋外においても屋外喫煙所など以外では喫煙を控え

ることが望まれます。 

  平成 30 年（2018 年）７月に改正された健康増進法では、職場を含む多数の者が利用する施設に

おいては、原則屋内禁煙とすることが義務付けられました。改正法では３つの基本的な考え方、1.「望

まない受動喫煙」をなくす、2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども・患者等に特に配慮する、3.

施設の類型・場所ごとに対策を実施する、ことが示されました。 

  受動喫煙の機会としては、「ほぼ毎日」と「週に数回程度」を合わせた主な場所として、職場が 10.6 ％、

家庭が 7.7 ％、屋外である路上で 11. ８％となっています。家庭や屋外等で喫煙する際は、「望まない

受動喫煙」を防ぐために周囲へ配慮するとともに、たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞ

れがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくることが必要です。 

 
                              資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査 
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 ②飲酒 

  過度の飲酒は、生活習慣病の要因になります。さらに、飲酒のコントロールができなくなるとアル

コール依存症に至り、身体的・精神的な健康を損なうリスクがあります。 

  飲酒率では、飲酒しない人の割合が 34.7 ％、ほとんど飲酒をしない人の割合が 17.3 ％となってい

ます。一方、月一回以上の飲酒をする人の割合は 45.9 ％で、男性は 56. ５％、女性は 39 .8％となっ

ています。 

  なお、飲酒量は 1 日平均で純アルコール（＊飲酒量：ml×アルコール度数：％×比重：0.8 で算定）

で男性は 40 ｇ以上、女性は 20 ｇ以上を摂取すると、生活習慣病のリスクが高まるとされています。

本市においてリスクが高まる飲酒量の人は、男性が 16. 8％、女性が 15. 6％、飲酒する人だけでみる

と男性が 29 .7％・女性が 3 9 .2％となっています。 

      
 資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査        資料：令和 5 年度(2023 年度)市民健康意識調査  

 

［4］感染症・熱中症 

 ①感染症 

 季節性インフルエンザ、ノロウイルス感染症等の流行については、子どもから高年者まで全世代に

わたり、繰り返し発生していること等を踏まえ、日常生活において感染症を予防する生活習慣を身に

付け、免疫（抵抗力）を維持するために必要な知識を修得して実践することが必要です。特に高年者

においては、加齢に伴い、感染に対する抵抗力が弱くなり、高年者が集団で生活する高年者介護施設

等は、特に感染が広がりやすい環境です。 

 また、令和 2 年（2020 年）に国内で発生した新型コロナウイルス感染症では、感染予防対策とし

て外出自粛に代表される日常生活の行動制限を余儀なくされました。個人や地域社会に対する様々な

制限は人々の生活様式を変化させ、強いストレスや不安を与え、運動習慣の変化に伴う体力の低下や

人との関わりの希薄化や社会構造の変化をもたらし、心身の健康への影響が懸念されています。この

ような新興感染症の発生は今後も可能性があり、日頃から自身だけでなく周囲の人々を守り、地域を

守る対策や取組を進めることが健康づくりに欠かせません。 

 

 ②熱中症 

  熱中症とは、体温を平熱に保つために汗をかいた際、体内の水分や塩分（ナトリウム等）の減少や

血液の流れが滞るなど、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされることにより発症する障害の総
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称で、死に至る可能性のある病態ですが、一人ひとりの行動で予防することができる疾患です。 

  夏季の猛暑日や熱帯夜の数が年々増加する中、気象庁と環境省が連携し、熱中症による健康被害が

生じるおそれがある場合に熱中症への警戒を呼びかける「熱中症警戒アラート」が運用されています。

「熱中症警戒アラート」は、暑さ指数（WBGT：湿球黒球温度）を基準に発表しており、この暑さ指

数は、人間の熱バランスに影響の大きい気温・湿度・輻射熱（日射しを浴びたときに受ける熱や、地

面、建物、人体等から出ている熱）の、３つを取り入れた温度の指標です。 

  さらに、令和 6 年（2024 年）からは新たに「熱中症特別警戒アラート」が創設され、過去に経験

したことがない極めて危険な暑さに備えた取組が広がっています。 

  熱中症の健康被害を防ぐため、本市では市民が外出時に暑さをしのぎ涼むことができる一時休息所

「クールオアシスそうか」の設置と熱中症注意喚起メール配信等の取組を行っています。 

  熱中症は、すべての世代にわたり市民の生命や生活に直結する深刻な問題であることから、正しい

知識の普及啓発とともに引き続き対策を推進していきます。 

 

            資料：環境省熱中症予防情報サイト         資料：環境省熱中症予防情報サイト  

 

［5］まとめ 

 健康管理においては、健診・検診の受診や保健指導の活用、生活習慣病に対する正しい理解とリス

ク管理等の実践が重要です。 

 定期的に健診・検診を受けることは、現在の自分の健康状態を把握することであり、生活習慣病の

早期発見と早期治療、引いては重症化予防につながることから大変重要です。また、がん、循環器疾

患、糖尿病やＣＯＰＤ等は、生活習慣の改善により発症リスクや症状の進行を低減できると言われて

います。 

 一人ひとりにおいては、定期的な健診・検診や保健指導の重要性、喫煙・飲酒の健康に対するリス

ク、さらに女性や高年者においてはその健康特性等を踏まえて、ライフコースに応じた健康づくりと

ともに、がんや生活習慣病の早期発見・適正体重の維持等に向けた取組を進めることが必要です。 

 本市では引き続き、一人ひとりが健康づくりに自発的に取り組めるよう、様々な媒体による情報提

供やあらゆるツールを活用した支援体制を整備していきます。 

 また予防接種は、感染症のまん延を防止し、一人ひとりを感染症から守るための極めて重要な要素

であることから、接種率の向上に努めていきます。 

 さらに、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」として、加齢に伴うフレイルや認知症等

27 30 24
33 ᾗ ὕᵞ

29

37 37
29

33

Ḿᾑ
60

0

50

100

ᾕ
ˢ2019 ˣ

2
ˢ2020 ˣ

3
ˢ2021 ˣ

4
ˢ2022 ˣ

5
ˢ2023 ˣ

ή◙ Ḿˮᾑ˯ˮ ᾗ ὕᵞ Ḣ˯
ˢׇ Ḣ ˣ

Ḿᾑ(WBGT31ӟ ˣ ᾗ ὕᵞ(WBGT28ӟ ˣ



 

p. 91  
 

第Ⅳ

章 

領
域
別
の
課
題
と
取
組
内
容 

―
健
康
管
理
領
域
― 

の進行、社会的なつながりの低下等の高年者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、個別的支

援（ハイリスクアプローチ）と通いの場等への積極的関与（ポピュレーションアプローチ）により、高

年者の健康づくり・介護予防を強化していきます。 

 

 ☆そうか健康豆知識☆ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

 

 後期高齢者の医療や介護に関するデータを活用して地域の課題を抽出・分析し、その課題解決

に向けて保健事業と介護予防事業を一体的に実施することで、自宅や地域で、自立した生活が

続けられることを目的とした事業です。 

 

【取組の内容】 

 ①ハイリスクアプローチ（個別支援） 

 低栄養、口腔、生活習慣病の重症化予防、 

 重複受診・多剤服用、健康状態不明者等、 

 様々なメニューがあります。 

☞草加市では令和5 年度（2025 年度） 

 から糖尿病等の重症化予防教室を実施 

 ②ポピュレーションアプローチ 

 （通いの場等での健康教育） 

 高年者の通いの場等で、フレイル予防等に 

 関する健康教育を実施します。 

 ☞草加市では介護予防教室等で栄養やフレイル予防の講話を実施 

 

 

２ 目標数値と今後の取組 

 

 領域別目標 『いつまでも元気でいるために みんなで続けよう「健康づくり」』 

 

［1］取組目標と指標 

  

・メタボリックシンドロームの人の割合を減らします 

 令和 4 年度(20 2 2 年度)現状値 22.4 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 1 9.5％ 

                          

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業のメニュー数を増やします 

 令和 5 年度(2023 年度)現状値 1  

 令和 11 年度(2029 年度)目標値 3  

① 健康意識を高め、正しい生活習慣を身に付けましょう 
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・特定健診の受診率を上げます 

 令和４年度(202 2 年度)現状値 42. 5％ 

 令和 11 年度(2029 年度)目標値 60 .0％ 

                        

・検診の受診率を上げます 

 

令和 5 年度(202 3 年度)現状値  

   胃がん 

   肺がん 

   大腸がん 

   子宮がん   

   乳がん 

 

12.5 ％ 

12.3 ％ 

17.1 ％ 

16.1 ％ 

16.1 ％ 

 

 

令和 11 年度(2029 年度)目標値  

   胃がん 

   肺がん 

   大腸がん 

   子宮がん 

   乳がん   

 

30.0 ％ 

30.0 ％ 

30.0 ％ 

30.0 ％ 

30.0 ％ 
 

                           

  

・喫煙率を下げます 

 令和 5 年度(20 23 年度)現状値 21.1 ％ 

 令和 11 年度(202 9 年度)目標値 12 .0％ 

                  ※前回（平成 30 年度市民健康意識調査）実績値 18.8 ％ 
 

・生活習慣病リスクを高める量の飲酒者割合を減らします 

 

令和 5 年度(2023 年度)現状値 

       男性 

       女性  

 

1 6 .8％ 

1 5 .6％ 

 

令和 11 年度(2029 年度)目標値 

       男性 

       女性 

 

1 0 .0％ 

1 0 .0％ 

 

［２］市の主な取組 
 
取組目標 

 ① 健康意識を高め、正しい生活習慣を身に付けましょう 

② 健診・検診を進んで受けましょう 

③ 喫煙と飲酒の影響を正しく理解して、健康管理を実践しましょう 
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取組内容 具体的取組 所管課等 

健康に関する相談等

を行います 

・特定保健指導の実施 保健センター 

・まちかど健康相談の実施【再掲】 保健センター 

・移動健康教室の実施 保健センター 

・保健センターなびでの相談案内 保健センター 

生活習慣病等に関す

る啓発を行います 

・保健指導対象外の方への啓発通知 保健センター 

・保健センターだよりでの啓発 保健センター 

・ホームページや広報等による啓発 保健センター 

保険年金課 

・骨密度測定の実施【再掲】 保健センター 

・ヘルスメイト養成講座の実施 保健センター 

・お薬手帳を活用した健康管理の支援 健康づくり課 

地域介護課（地域支援室） 

感染症・熱中症予防

に関する啓発・対策

を行います 

・ホームページや広報等による啓発 健康づくり課 

・感染症等の流行警報の発信 健康づくり課 

・クールオアシスそうか・クーリングシェルターの設置 健康づくり課 

・ＳＮＳや防災無線による熱中症警戒の情報提供 健康づくり課 

・予防接種の推進 保健センター 

 

取組目標 

 ② 健診・検診を進んで受けましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

健診・検診の受診を

促進します 

・特定健康診査の受診勧奨と実施 

 

保険年金課 

・がん検診の受診勧奨と実施 保健センター 

・要精密検査（がん検診）の受診勧奨と実施 保健センター 

・乳幼児健診の受診勧奨と実施 保健センター 

・定期予防接種の受診勧奨と実施 保健センター 

・妊婦の健康診査の実施と費用の助成 こども家庭課 

・産婦の健康診査の実施と費用の助成 こども家庭課 

・後期高齢者健康診査の受診勧奨と実施 後期高齢者・重心医療室 

・後期高齢者人間ドック・脳ドック検査料の助成 後期高齢者・重心医療室 

・国民健康保険人間ドック・脳ドック検査料の助成

金 

保険年金課 

・小児生活習慣病予防健診の実施 学務課 

・認知症検診の実施 地域介護課（地域支援室） 

健診・検診の必要性を

啓発します 

・保健センターなびでの啓発 保健センター 

・ホームページや広報等による啓発 保健センター 

・重症化リスク者への受診・保健指導の勧奨 保健センター 
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取組目標 

 ③ 喫煙と飲酒の影響を正しく理解して、健康管理を実践しましょう 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

喫煙・飲酒のリスク

を啓発します 

・ホームページや広報等による啓発 健康づくり課 

・保健指導参加者への禁煙啓発 保健センター 

・保健体育授業での指導 指導課 

 

 ・ライフコースを意識した市の取組 

 女性の特性：妊娠から子育て期・壮年期以降を中心とした健康管理に関する取組 

 

 

 

 

 

 

取組内容 具体的取組 所管課等 

女性特有の健康管理

の啓発を行います 

・ホームページや広報等による啓発 

 「女性の健康づくり」 

健康づくり課 

妊娠期・子育て期での

健康管理を支援しま

す 

・妊婦の健康診査の実施と費用の助成【再掲】 こども家庭課 

・産婦の健康診査の実施と費用の助成【再掲】 こども家庭課 

・母子保健指導の実施 こども家庭課 

保健センター 

壮年期・高年期での

女性に多い病気・症

状の対策を行います 

・乳がん検診の実施【再掲】 保健センター 

・子宮がん検診の実施【再掲】 保健センター 

・骨密度測定の実施【再掲】 保健センター 

 高年者の特性：フレイル（加齢により心身の活力が低下した状態）を予防する取組 

取組内容 具体的取組 所管課等 

 

 

 

フレイルに対する啓

発を行います 

・重症化リスク者への受診・保健指導の勧奨【再掲】 保健センター 

・ホームページや広報による啓発 健康づくり課 

地域介護課（地域支援室）

長寿支援課 

・高年者等の地域サロンへの介護予防・フレイル予

防講話の実施 
地域介護課（地域支援室） 

 

［3］ライフコースを意識した市民の取組 
    
〔すべてのライフステージ〕 

 正しい生活習慣で生活習慣病の予防（理解・実践・継続）をしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

ライフステージ 具体的取組 

幼児期・学齢期 保育園、学校、家庭で健やかな生活の基礎を築きましょう 

 ◆運動、食生活、歯磨き、起床・就寝の生活リズムを身に付けましょう  

 ◆喫煙、飲酒、薬物に関するリスクを学びましょう 

 ◆感染症予防のため、手洗い・うがい等をしましょう 

 ◆気温や湿度を意識して行動（運動）をしましょう 

 ◆青年期への準備期間として、正しい生活習慣を身に付けましょう 
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青年期 

 

日常行動を見直して、生活習慣病を予防しましょう 

 ◆健診・検診を受けて、運動習慣、栄養バランスを見直しましょう 

 ◆喫煙や飲酒に関する知識・理解を深めましょう 

壮年期 特定健診・特定保健指導を活用して生活習慣病を予防しましょう 

 ◆健診・検診で自分の身体の状態を把握しましょう 

 ◆メタボリックシンドロームを理解しましょう 

 ◆運動習慣、食生活を見直して、正しい生活習慣を維持しましょう 

 ◆良質な睡眠と十分な休養で免疫力（感染症予防）を維持しましょう 

高年期 日々できることを積み重ね、自立した健やかな生活を目指しましょう 

 ◆健診・検診を受けて、健康状態を定期的に確認しましょう 

 ◆適度な運動を継続してフレイルを予防しましょう 

 ◆低栄養に注意しましょう 

 ◆咀しゃくと飲み込む力に注意してフレイルを予防しましょう 

 ◆こまめな水分補給・必要な空調使用で熱中症を予防しましょう 

 ◆適度な運動・栄養バランスを意識して免疫力を高めましょう 

 ◆手洗い・うがいの徹底等で感染症を予防しましょう 

  

 特性を意識した取組 

 

 

 

特性 具体的取組 

女性の特性 ライフステージごとの特性を理解して健康管理をしましょう 

 ◆妊婦・産婦健診を受けて母子ともに健康状態、妊娠・産後うつ予

防を意識しましょう 

 ◆女性ホルモン、月経など女性特有の健康知識を習得しましょう 

 ◆適正体重を心掛けて、低栄養と「やせ」にも注意しましょう 

 ◆子宮がん・乳がん検診を受け健康管理をしましょう 

 ◆骨粗しょう症予防を意識して、栄養バランスに気をつけましょう 
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１ 計画推進の体制 

 本計画の推進にあたっては、第 2 次計画に引き続き、生涯を通じた市民の健康づくりを支援していく

ため、健康づくりに関わる市役所の部署（関係各課）が連携を図りながら、保健師や管理栄養士等の専

門的人材が地域に密着した保健活動ができる推進体制の充実を図ります。 

 また、健康づくりの施策に関わる関係機関や団体が一体となって取組ができる体制整備にも努めます。 

 自分の健康に関心を持ち、主体的かつ積極的に健康づくりを進めていくためには、健康に関する正し

い情報が不可欠なことから、市の広報やホームページ、ＳＮＳ、各種事業・教室やイベント開催時など

に積極的かつ横断的に分かりやすく情報提供していきます。 

 

２ 計画の進捗管理 

 本計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルにより進行管理を行います。各領域において設

定した目標や取組について、中間確認等の進捗確認を適宜行うとともに、「草加市健康づくり審

議会」における評価、検証等を経て、更なる改善につなげます。 

 また、本計画は、国の動向、社会情勢の変化により、計画内容等に見直しが必要になった場合

には、随時適切に見直しを行いながら、次期計画につなげていきます。 

 



 

p. 100  
 

 

 

 

 

 

 



 

p. 101  
 

【
資 

料
】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【資料】 

 

 

 

  



 

102 

 

 

 

 



 

p. 103  
 

【
資 

料
】 

 

１ 草加市健康づくり審議会条例 

○草加市健康づくり審議会条例 

昭和６１年１２月２４日 

条例第３２号 

（設置） 

第１条 市民の総合的な健康づくりを推進するため、草加市健康づくり審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、市民の健康づくりの方策及び草加市保健センターの運営に関

する事項について調査し、審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１３人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1)  市民の代表者 

(2)  知識経験者 

(3)  医療関係団体の代表者 

(4)  関係行政機関の職員 

（平１１条例２７・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第７条 審議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を

求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め

る。 

（平１１条例２７・旧第９条繰上） 
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附 則 

この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年条例第２３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１０年５月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第２７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

 

２ 草加市健康づくり審議会 委員名簿 

氏名 選出団体等 選出区分 

石塚 千佳子 公募 市民の代表者 

吉井 清 公募 市民の代表者 

大野 美江子 公益財団法人草加市スポーツ協会 市民の代表者 

大野 良行 草加市私立幼稚園協会 市民の代表者 

志村 玲子 草加市食生活改善推進員協議会 市民の代表者 

鈴木 貴子 草加市社会福祉協議会 市民の代表者 

真壁 光夫 草加市町会連合会 市民の代表者 

浅井 宏美 埼玉県立大学 知識経験者 

依田 珠江 獨協大学 知識経験者 

虎溪 則孝 一般社団法人草加八潮医師会 医療関係団体の代表者 

元吉 慧護 一般社団法人草加市薬剤師会 医療関係団体の代表者 

森川 房一 一般社団法人草加市歯科医師会 医療関係団体の代表者 

得津 馨 埼玉県草加保健所 関係行政機関の職員 

  任期：令和５年（20 23 年）４月６日から令和７年（202 5 年）４月５日まで（２年間） 

     ※一部、選出団体の異動による任期途中の委員交代有り 
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３ 草加市健康づくり庁内検討委員会設置要綱    

○草加市健康づくり庁内検討委員会設置要綱 

平成 26 年 3 月 28 日施行 

（設置） 

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項の規定により定める草加市健康増進

計画、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項の規定により定める草加市自殺

対策計画及び食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条第１項の規定により定める草加市食

育推進計画を、そうかみんなで健康づくり計画（以下「計画」という。）として策定し、及び推進す

るに当たり、必要な事項を検討するため、庁内の関係課で組織する草加市健康づくり庁内検討委員

会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（平２７年５月２０日・令４年９月９日・一部改正） 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1)  計画の策定に関する検討、調査及び研究を行うこと。 

(2)  その他計画の推進に関し必要なこと。 

（平２７年５月２０日・令４年９月９日・一部改正） 

（組織） 

第３条 検討委員会は、健康推進部副部長の職にある者及び別表の職にある者をもって組織する。た

だし、副部長の職にある者が複数の場合は、当該事務を所管する副部長とする。 

（令４年９月９日・令６年４月１日・全改） 

（会長及び副会長） 

第４条 検討委員会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、健康推進部副部長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、検討委員会を代表し、会務を掌理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（平２７年５月２０日・令４年９月９日・令６年４月１日・一部改正） 

（会議） 

第５条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

（平２７年５月２０日・令４年９月９日・一部改正） 

（ワーキンググループ） 

第６条 検討委員会は、実務的な担当者による計画の検討、調整等を行うため、必要に応じてワーキ

ンググループを設置することができる。 

２ ワーキンググループは、検討委員会の委員が所属する課の職員の中から当該委員が指名する者を

もって組織する。 

（令４年９月９日・全改） 

（関係者の出席） 

第７条 検討委員会及びワーキンググループは、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、
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説明又は意見を求めることができる。 

（平２７年５月２０日・令４年９月９日・一部改正） 

（庶務） 

第８条 検討委員会の庶務は、健康推進部健康づくり課において処理する。 

（平２７年５月２０日・令４年９月９日・令６年４月１日・一部改正） 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に

諮って定める。 

（平２７年５月２０日・令４年９月９日・一部改正） 

 

別表（第３条関係） 

 職名 

 人権共生課長 

 産業振興課長 

 都市農業振興課長 

 スポーツ振興課長 

 福祉政策課長 

 障がい福祉課長 

 健康づくり課長 

 保健センター所長 

 地域介護課長 

 保険年金課長 

 こども政策課長 

 こども家庭課長 

 学務課長 

 指導課長 
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４ 草加市スポーツ・健康づくり都市宣言   

   ○草加市スポーツ・健康づくり都市宣言  

平成２６年９月１７日 

告示第９５３号 

私たち草加市民は、ひとりひとりが健康の意義を充分に認識し、健康生活に対する意欲と能力をたか

め、スポーツや食生活を通じて健やかな心と体をつくり、連帯の輪を地域にひろめ、健康な明るいまち

づくりを進めていきます。 

ここにスポーツ健康都市の精神を発展させ、生涯にわたり健康づくりを進めるスポーツ・健康づくり

都市を宣言します。 

栄養と体力の調和がとれた健康生活をきずきましょう。 

スポーツに親しみ健やかな心と体をつくりましょう。 

スポーツ・健康づくりを通じて多くの仲間をつくり、連帯の輪をひろめましょう。 

身近なところから体を動かし、バランスのとれた食生活を実践しましょう。 

健康な明るいまちづくりをすすめましょう。 

 

 

５ 草加市歯科口腔保健の推進に関する条例   

   ○草加市歯科口腔保健の推進に関する条例 

平成２８年１２月１２日 

条例第２７号 

（目的） 

第１条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成２３年法律第９５号）及び埼玉県歯科口

腔保健の推進に関する条例（平成２３年埼玉県条例第５２号）に基づき、本市が行う歯科疾患の予防

等による口腔の健康の保持（以下「歯科口腔保健」という。）の推進に関し、基本理念を定め、及び市

の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること

により、当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もって市民の生涯にわたる全身の健康の保持及び増

進に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 

(1)  市民が、生涯にわたって歯科口腔保健に関する取組を日常的に自ら積極的に行うとともに、歯科

疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 

(2)  市民が、生涯にわたって地域において良質かつ適切な歯科口腔に係る検診（健康診査及び健康診

断を含む。以下同じ。）及び医療を受けることができる環境の整備を推進すること。 

(3)  保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、そ

の関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。 

（市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、歯科口腔保健の推進
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に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、歯科口腔保健の推進に当たっては、歯科医療等業務従事者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技

工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者をいう。次条において同じ。）及び

保健等業務従事者等（保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野に関する業務に従事

する者及びこれらの業務を行う機関をいう。次条において同じ。）との連携及び協力に努めるものと

する。 

３ 市は、事業者（市内において従業員を雇用して事業を行う者をいう。次条において同じ。）が行う歯

科口腔保健に関する取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援に努める

ものとする。 

（歯科医療等業務従事者等の責務） 

第４条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施

策に協力するよう努めるものとする。 

２ 保健等業務従事者等は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において市民の歯科口腔保健を推進

するとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、基本理念にのっとり、雇用する従業員の歯科口腔に係る検診及び保健指導の機会の確保

その他の歯科口腔保健に関する取組の推進に努めるものとする。 

４ 歯科医療等業務従事者、保健等業務従事者等及び事業者は、歯科口腔保健の推進に当たっては、互

いに緊密な連携及び協力を図るよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常

生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科口腔に係る検診を受け、

必要に応じて保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。 

（施策の実施） 

第６条 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策として、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に実施す

るものとする。 

(1)  乳幼児期及び学齢期における虫歯予防に関する対策 

(2)  成人期における定期歯科検診及び歯周疾患予防に関する対策 

(3)  妊娠期から子育て期における母子の虫歯予防に関する対策 

(4)  高齢期における口腔機能の維持及び向上に関する施策 

(5)  障害のある者、介護を必要とする者等が適切な歯科医療を受けることができるようにするため

に必要な施策 

(6)  歯科口腔保健に関する分かりやすい普及啓発 

(7)  前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関し市長が必要と認める施策 

（財政上の措置等） 

第７条 市は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、歯科口腔保健の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  



 

p. 109  
 

【
資 

料
】 

６ 計画策定までの過程 

年月 

健
康
づ
く
り
審
議
会 

健
康
づ
く
り
庁
内
検
討
委
員
会 

内容 

令和５年９～１０月 草加市市民健康意識調査実施 

令和 6 年１月  ○ 
草加市市民健康意識調査の結果報告と今後の計画
策定スケジュール等について 

令和 6 年２月 ○  
草加市市民健康意識調査の結果報告と今後の計画
策定スケジュール等について 

令和 6 年６月  ○ 計画の方向性について 

令和６年８月 ○  計画の骨子案について【諮問】 

令和６年１０月  ○ 計画の素案について 

令和６年１０月 ○  計画の素案について 

令和６年１1 月 ○  計画の素案について【答申】 

 
令和７年１月～2 月 
 

パブリックコメント実施 

令和７年３月 「そうか みんなで 健康づくり計画（第 3 次）」策定 
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７ 草加市市民健康意識調査（令和５年度実施） 

［1］調査の目的 

 「そうか みんなで 健康づくり計画（第３次）」策定の基礎調査として、市民の健康に関するニーズ

や健康課題を把握することを目的として実施しました。 

 

［2］調査期間及び調査方法等 

 調査期間：令和５年（2023 年）９月25 日（月）から令和５年（2023 年）10 月 16 日（月）まで 

 調査方法：郵送による配布、回答は郵送方式またはインターネット回答方式  

 調査地域：草加市全域  

 調査内容：健康に関すること、食生活、運動、歯・口腔、睡眠、こころ、たばこ、酒について 

 

［3］調査対象者 

 調査票区分ごとに、次の対象者を無作為抽出しました。 

 
 

［４］配布数及び回収結果 

 

 

 ※参考：前回配布数（平成 30 年実施） 

  Ａ 700 人、Ｂ 1,370 人、Ｃ 2,000 人、他（高校生票）1,100 人 計 5,170 人 
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年代別回答状況 

  

 

 

［５］調査票（成人票） 
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８ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：エスディージーズ） 

 平成 27 年（2015 年）の国連サミットで「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。 

 ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals ）では、「誰一人取り残さない」持続可能でより良い

社会の実現を目指す世界共通の目標として 17 のゴール（目標）が掲げられています。 

 本市は、令和６年（2024 年）５月 23 日に「ＳＤＧｓ未来都市」として国から選定を受け、また

「誰一人取り残さない」という考え方は、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、地域全

体で支えることを目指している本市の健康づくりと合致しています。 

 本計画では、目標 3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」を

中心としたＳＤＧｓの理念を意識し、関係機関や関係団体等と連携を行いながら、市民の健康づくり

に向けた取組を推進していきます。 
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